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一
一
九
五
五
年
国
会
法
改
正
法
の
成
立
過
程

一
九
五
四
年
警
察
法
改
正
法
案
の
紛
糾

一
九
五
五
年
改
正
法
は
、
前
年
に
起
き
た
国
会
で
の
乱
闘
事
件
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。
一
九
五
四
年
の
通
常
国
会
で
あ
る

第
一
九
回
国
会
で
は
、
「
警
察
法
（
昭
和
二
九
年
法
律
第
一
六
二
号
）
」
（
以
下
、
警
察
法
改
正
法
）
が
最
重
要
審
議
法
案
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
さ
ら
に
前
年
の
一
九
五
三
年
四
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
総
選
挙
で
は
、
自
由
党
、
改
進
党
の
保
守
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
議
席
を
減
少
さ
せ

た
の
に
た
い
し
、
両
派
社
会
党
は
解
散
時
よ
り
あ
わ
せ
て
二
二
議
席
増
の
躍
進
を
遂
げ
て
い
た
。
こ
の
状
況
は
、
国
会
法
を
改
正
し
た
第

一
九
五
五
年
、
第
二
一
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
「
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
○
年
法
律
第
三
号
）
」
（
以
下
、
「
’
九

五
五
年
改
正
法
」
と
記
載
）
が
成
立
し
た
。
戦
後
五
回
目
の
国
会
法
改
正
で
あ
っ
た
。
一
九
四
八
年
改
正
以
来
の
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、

占
領
期
の
終
結
以
後
の
「
逆
コ
ー
ス
」
の
中
、
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
’
九
五
四
年
の
第
一
九
回
国
会
に
お
い
て
国
会
が
紛
糾
し

た
こ
と
に
た
い
す
る
「
自
粛
」
の
一
環
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
菅
家
喜
六
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
長
は
、
本
会
議
に
お

け
る
提
案
理
由
説
明
に
お
い
て
、
「
こ
の
改
正
の
眼
目
は
、
国
会
自
粛
の
立
場
か
ら
す
る
制
度
改
正
、
憲
法
の
原
則
か
ら
す
る
規
定
の
明

（
１
）
 

確
化
、
そ
れ
か
ら
実
際
の
運
営
面
か
ら
必
要
と
考
一
え
る
諸
点
の
是
正
等
」
と
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
乱
闘
・
紛
糾
か
ら
正
常
化

を
経
て
国
会
法
改
正
と
い
う
流
れ
で
実
施
さ
れ
た
、
こ
の
改
正
の
経
緯
は
、
そ
の
後
の
国
会
に
お
け
る
制
度
改
革
に
お
い
て
も
、
し
ば
し

ば
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節
一
九
五
五
年
改
正
に
み
る
委
員
会
再
編
と
そ
の
後

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

＝ 

ﾉ（ 
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図表２．５第２１回国会召集日

各会派所属議員数

（1954年１２月１０日）

会派議員数

二
一
回
国
会
で
も
継
続
し
て
い
た
（
図
表
二
・
五
）
。
こ
う
し
た
政
党
勢
力
構
造
を
背
景
と
し
て
審
議
入
り
し
た
警
察
法
改
正
案
で
あ
っ

た
が
、
通
常
国
会
会
期
内
成
立
を
め
ざ
す
与
党
側
が
、
六
月
三
日
、
会
期
延
長
の
議
決
を
強
行
採
決
し
よ
う
と
し
、
野
党
側
と
紛
糾
し
た

た
め
、
つ
い
に
約
二
○
○
名
の
警
察
官
が
国
会
内
に
動
員
さ
れ
る
と
い
う
異
例
の
事
態
と
な
っ
た
。
当
時
の
堤
康
次
郎
衆
議
院
議
長
は
、

の
ち
に
こ
の
と
き
の
情
景
に
つ
い
て
、
「
最
初
の
登
壇
を
阻
ま
れ
て
議
長
室
に
退
避
し
た
が
、
時
間
切
れ
も
迫
り
、
遂
に
議
長
室
か
ら
議

場
入
り
口
ま
で
の
わ
ず
か
十
四
尺
の
通
路
を
開
く
た
め
二
○
○
名
の
丸
腰
警
官
を
入
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
間
私
は
ま
さ
に
命
の
限
度
ま
で

（
２
）
 

無
我
夢
中
の
努
力
を
し
た
。
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

こ
の
事
件
が
国
会
内
外
に
与
え
た
衝
撃
と
影
響
は
甚
大
な
も
の
で
あ
り
、
事
件
後
は
保
革
両
者
と
も
国
会
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
暴
力

行
為
」
に
た
い
し
て
互
い
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
両
派
社
会
党
は
こ
の
際
の
会
期
延
長
以
降
の
議
決
を
無
効
と
主
張
し
、
院
外
闘
争
、

す
な
わ
ち
大
衆
運
動
の
組
織
化
が
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
乱
闘
か
ら
二
日
後
の
六
月
五
日
に
は
、
早
く
も
衆
議
院
常
任
委
員

一
一
長
室
に
お
い
て
、
五
党
（
自
由
、
改
進
、
日
自
、
左
社
、
右
社
）
に
よ
る
幹
事
長
会
議

聞
各
社
は
、
両
社
会
党
の
物
理
的
抵
抗
と
、
そ
れ
に
た
い
す
る
与
党
の
措
置
に
た
い
す

１
ｊ
 

左
右
く
く
ブ

（一ひ）

党
党
党
う
く
云

十
る
批
難
の
声
を
強
め
た
。

主
会
会
ク
志

二
言
ロ

党
民
社
社
派
同
属
員

こ
う
し
た
世
論
を
受
け
て
、
六
月
一
四
日
の
幹
事
長
会
議
で
は
秋
に
「
自
粛
国
会
」

由
本
本
本
会
党
所

自
日
日
日
小
新
無
欠

を
開
く
こ
と
、
と
い
う
申
し
合
せ
が
成
立
し
た
。
会
期
終
了
日
に
あ
た
る
六
月
一
五
日

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
三
九

名
名
名
名
名
名
名
名

５
１
２
１
１
６
３
８
 

８
２
７
６
１
 

１
１
 

（
３
）
 

名
が
開
催
さ
れ
、
芦
田
均
（
改
進
党
）
４
℃
各
党
長
老
と
懇
談
を
開
く
な
ど
正
常
化
へ
の
道

（
４
）
 

卿
が
模
索
さ
れ
た
。
六
月
一
一
日
に
は
、
読
売
新
聞
社
、
朝
日
新
聞
社
、
毎
日
新
聞
社
の

三
社
共
同
の
声
明
、
「
速
や
か
に
政
局
を
収
拾
せ
よ
」
が
出
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
新
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第
二
○
回
国
会
に
お
け
る
鍛
論

「
自
粛
三
法
」
は
当
初
、
一
九
五
四
年
秋
の
第
二
○
回
臨
時
国
会
で
の
提
出
を
目
指
し
て
調
整
さ
れ
て
い
た
。
一
○
月
二
二
日
に
は
、

自
由
、
改
進
、
日
自
、
右
社
、
左
社
の
五
党
国
会
対
策
委
員
長
会
議
に
お
い
て
、
臨
時
国
会
の
早
期
開
催
と
、
自
粛
三
法
の
一
○
月
中
の

（
７
）
 

成
案
完
成
お
よ
び
国
会
改
正
に
関
し
て
の
小
委
員
会
の
復
活
、
の
一
一
点
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。
さ
ら
に
重
ね
て
一
○
月
二
八
日
に
は
、
一

（
８
）
 

一
月
一
○
日
ま
で
の
自
粛
三
法
の
各
小
委
員
会
で
の
要
綱
の
ま
と
め
と
そ
の
法
文
化
を
目
指
す
こ
と
が
申
し
〈
ロ
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
保
革

が
そ
れ
ぞ
れ
新
党
の
準
備
を
視
野
に
お
い
て
調
整
に
入
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
新
た
な
火
種
と
な
り
か
ね
な
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て

（
９
）
 

は
、
各
党
と
も
消
極
的
な
姿
勢
に
と
ど
ま
っ
た
。
加
え
て
、
造
船
疑
獄
の
責
任
追
及
を
受
け
て
い
た
吉
田
内
閣
が
一
一
一
月
七
日
に
退
陣
を

表
明
、
九
日
に
は
鳩
山
内
閣
が
誕
生
し
た
。
こ
う
し
た
政
局
下
に
あ
っ
て
、
第
二
○
回
国
会
終
了
間
際
の
一
二
月
三
日
に
、
菅
家
喜
六
議

院
運
営
委
員
長
ほ
か
七
名
に
よ
る
議
員
立
法
と
し
て
「
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
法
案
は
一

二
月
九
日
、
国
会
の
終
了
と
と
も
に
審
議
未
了
と
な
っ
た
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
四
○

に
は
衆
議
院
の
全
員
協
議
会
が
開
会
さ
れ
、
「
議
院
威
信
保
持
に
関
す
る
決
議
（
国
会
自
粛
に
関
す
る
共
同
声
明
と
が
全
会
一
致
で
議
決

さ
れ
る
と
と
も
に
、
両
派
社
会
党
代
表
が
異
例
と
も
言
え
る
謝
罪
発
言
を
行
う
に
い
た
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
「
変
則
国
会
」
の
収
束
過
程
に
お
い
て
浮
上
し
た
の
が
、
「
公
職
選
挙
法
改
正
」
、
「
政
治
資
金
規
正

法
改
正
」
、
「
国
会
法
改
正
」
の
い
わ
ゆ
る
「
自
粛
三
法
」
案
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
、
第
一
九
回
国
会
で
も
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て

（
６
）
 

は
、
国
会
法
等
改
正
起
草
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
国
会
法
改
正
の
審
議
は
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
「
正
常
化
」

の
一
環
と
し
て
の
役
割
も
、
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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解
散
を
間
近
に
控
え
た
第
二
一
回
国
会
に
お
い
て
、
す
で
に
衆
・
参
両
院
の
最
終
案
の
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
た
国
会
法
改
正
案
は
、
一

九
五
五
年
一
月
二
一
日
に
あ
ら
た
め
て
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
委
員
会
提
出
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
改
正
法
案
は
、
緊
急
上

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
四
一

し
か
し
そ
の
反
面
、
審
議
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
国
会
課
長
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
肝
い
り
で
始
め
ら
れ
た
自
由
討
議

（
Ⅶ
）
 

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
議
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
自
由
討
議
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
四
節
で

再
度
と
り
あ
げ
る
が
、
も
は
や
与
野
党
と
も
有
名
無
実
化
し
た
制
度
と
し
て
自
由
討
議
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
だ
と
い
え

よ
う
。

ら
れ
る
。

第
二
○
回
国
会
で
提
出
さ
れ
た
法
案
と
第
二
一
回
国
会
で
実
際
に
成
立
し
た
一
九
五
五
年
改
正
法
と
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
る
。

ま
ず
、
議
員
の
人
数
条
項
は
、
衆
議
院
で
議
員
二
○
名
以
上
の
賛
成
、
予
算
を
伴
う
法
案
に
つ
い
て
は
総
議
員
の
四
分
の
一
と
し
て
お
り
、

実
際
の
成
案
で
の
五
○
人
と
い
う
規
定
よ
り
厳
し
い
ハ
ー
ド
ル
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
常
任
委
員
の
兼
任
を
無
制
限
と
す
る
」

と
い
う
点
や
、
常
任
委
員
会
数
を
一
七
と
し
た
点
も
成
案
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
五
四
年
一
二
月
段
階
で
は
、
与
野
党
の
主

張
の
ま
と
ま
り
を
み
な
か
っ
た
会
期
延
長
の
制
限
と
、
議
長
権
限
の
強
化
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
六
月
の
会
期
延
長
を
「
数
の
横
暴
」
と
し
て
、
会
期
制
限
等
に
一
定
の
規
制
を
求
め
る
野
党
と
、
物
理
的
抵
抗

に
対
時
す
る
た
め
に
議
長
権
限
の
強
化
を
求
め
る
与
党
と
の
対
立
の
構
図
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
二
月
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
け
る
審

議
で
は
、
主
要
四
党
合
意
に
よ
る
国
会
法
原
案
と
議
院
運
営
委
員
会
の
国
会
法
改
正
小
委
員
会
の
草
案
と
の
間
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
差

異
が
み
ら
れ
る
。
自
粛
国
会
と
し
て
召
集
さ
れ
た
第
二
○
回
国
会
に
お
い
て
、
そ
の
最
優
先
課
題
と
も
言
う
べ
き
「
自
粛
三
法
」
の
ひ
と

つ
で
あ
る
国
会
法
改
正
が
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
相
違
点
に
つ
い
て
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
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常
任
委
員
会
の
整
理
統
合

そ
れ
ま
で
二
二
あ
っ
た
常
任
委
員
会
は
、
一
六
に
整
理
統
合
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
「
内
閣
」
と
「
人
事
」
、
「
厚
生
」
と
「
労
働
」
、

「
農
林
‐
｜
と
「
水
産
」
、
「
通
商
産
業
」
と
「
経
済
安
定
」
、
「
郵
政
」
と
「
電
気
通
信
」
、
「
図
書
運
営
」
と
「
議
院
運
営
」
が
そ
れ
ぞ
れ
併

合
し
た
。
委
員
会
の
編
成
は
、
一
九
四
八
年
改
正
に
よ
っ
て
す
で
に
事
項
別
か
ら
省
庁
別
に
移
行
し
て
い
た
。
今
回
は
、
図
書
運
営
と
議

運
の
ケ
ー
ス
を
の
ぞ
い
た
併
合
に
つ
い
て
、
省
庁
タ
テ
割
り
に
よ
り
対
応
さ
せ
る
か
た
ち
で
整
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
頻
発
す
る
紛
糾
国
会

を
反
映
し
て
、
懲
罰
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
国
会
の
段
階
で
は
保
安
隊
に
関
連
し
て
、
「
保
安
委
員
会
」
を
新
た
に

二
常
任
委
員
会
の
再
編
と
特
別
委
員
会
の
拡
大

一
九
五
五
年
改
正
の
内
容
は
概
し
て
、
委
員
会
の
樹
造
に
関
す
る
改
正
と
、
審
議
機
能
に
関
す
る
改
正
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
員
会
構
造
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
①
常
任
委
員
会
の
整
理
統
合
、
②
特
別
委
員
会
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
審
議
機
能

に
関
す
る
改
正
と
し
て
、
③
議
案
発
議
の
人
数
条
項
設
定
、
④
予
算
増
額
修
正
、
⑤
両
院
法
規
委
員
会
及
び
自
由
討
議
制
度
の
廃
止
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
⑥
法
案
の
委
員
会
提
出
制
度
、
つ
い
で
委
員
会
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
、
⑦
委
員
会
の
傍
聴
制
限
に
関
す
る
改
正

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
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程
さ
れ
同
日
、
本
会
議
で
全
会
一
致
に
よ
り
可
決
し
た
。
さ
ら
に
即
日
参
議
院
に
送
付
さ
れ
、
一
月
二
四
日
に
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て

委
員
会
審
査
を
省
略
し
て
可
決
・
成
立
し
、
翌
第
二
二
回
国
会
召
集
日
か
ら
の
施
行
が
決
定
し
た
。
議
院
に
提
出
さ
れ
て
か
ら
成
立
ま
で

わ
ず
か
四
日
間
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
通
過
で
あ
っ
た
。
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特
別
委
員
会
制
度
の
拡
大

従
来
、
特
別
委
員
会
の
設
置
は
、
「
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
さ
な
い
」
案
件
の
審
査
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
’
九
五
五
年
の

改
正
に
よ
り
、
常
任
委
員
会
の
所
管
事
項
に
該
当
す
る
案
件
で
あ
っ
て
も
、
議
院
で
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て

審
議
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
実
際
の
運
用
で
は
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
現

状
を
追
認
し
た
形
と
も
い
え
る
。

そ
の
反
面
、
特
別
委
員
会
の
設
置
条
件
の
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
常
任
委
員
会
中
心
主
義
が
修
正
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
四
三

（
Ⅲ
）
 

加
え
る
一
七
常
任
委
員
会
構
想
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
委
員
会
数
は
一
六
と
な
っ
た
。

こ
の
時
期
に
は
す
で
に
、
委
員
会
審
議
に
と
も
な
う
各
省
庁
の
影
響
力
の
強
さ
や
、
関
連
業
界
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
に
た
い
す
る
懸

念
が
指
摘
さ
れ
始
め
て
い
た
。
一
九
五
三
年
一
二
月
に
は
、
吉
田
茂
首
相
が
早
く
も
予
算
委
員
会
の
答
弁
の
席
に
お
い
て
、
そ
の
弊
害
を

（
旧
）

認
め
る
発
一
一
一
一
口
を
し
て
い
る
。
一
九
五
五
年
一
一
月
か
ら
衆
議
院
事
務
総
長
で
あ
っ
た
鈴
木
隆
夫
は
、
こ
う
し
た
委
員
会
と
宮
・
産
と
の
関

係
の
批
判
に
つ
い
て
、
「
常
任
委
員
会
制
度
の
た
め
で
は
な
く
、
国
会
が
最
高
機
関
と
な
っ
て
国
家
権
力
の
中
心
に
坐
っ
た
か
ら
で
あ
つ

（
旧
）

て
、
そ
の
本
末
を
転
倒
し
た
議
論
で
あ
る
。
」
１
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
省
庁
タ
テ
割
り
の
委
員
会
構
成
は
、
そ
の
後
現
在
ま
で
続
く
官
庁
主
導
の
委
員
会
運
営
を
よ
り
容
易
に
し
た
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る

（
Ｍ
）
 

だ
ろ
う
。
常
任
委
員
会
は
各
省
の
出
先
機
関
化
し
て
、
省
庁
間
の
対
立
が
そ
の
ま
ま
各
委
員
会
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
当
時
か
ら
指
摘

（
喝
）

さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
は
す
で
に
表
面
化
Ｉ
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
委
員
会
の
整
理
統
合

に
と
も
な
う
審
議
の
際
、
読
会
制
の
復
活
も
論
議
さ
れ
た
。
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（
肥
）

拒
否
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

議
案
発
蟻
の
人
数
条
項
の
股
定

既
存
の
「
す
べ
て
、
議
員
は
議
案
を
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
国
会
法
五
六
条
）
と
の
条
項
を
、
議
員
立
法
を
発
議
す
る
た
め
に

は
一
般
法
案
の
場
合
で
は
、
衆
議
院
二
○
人
以
上
、
参
議
院
一
○
人
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
予
算
を
伴
う
法
案
の
場

合
は
衆
議
院
五
○
人
以
上
、
参
議
院
二
○
人
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
と
定
め
た
。
い
わ
ゆ
る
「
人
数
条
項
」
の
導
入
で
あ
る
。
ま
た
、
他

の
党
派
（
会
派
）
の
議
案
の
賛
成
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
党
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
。
議
案
提
出
に
と
も
な
う
人
数
条
項
は
、
帝

国
議
会
期
の
議
院
法
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
法
制
定
の
際
も
そ
の
継
続
を
官
僚
中
枢
が
提
案
し
て
い
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
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（
脆
）

よ
う
。
こ
の
「
超
党
派
的
な
問
題
や
特
殊
な
案
件
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
一
九
八
○
年
代
以
降
し
ば
し
ば
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

（
Ⅳ
）
 

最
近
で
も
、
「
金
融
安
定
化
に
関
す
る
特
別
委
員
今
云
」
や
「
行
政
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
な
ど
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
所
管
省

庁
が
複
数
に
わ
た
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

議
員
立
法
は
す
で
に
、
第
一
○
回
国
会
当
時
、
国
会
の
立
法
機
能
を
重
視
す
る
趣
旨
か
ら
議
員
立
法
の
強
化
の
た
め
の
措
置
が
採
ら
れ

（
旧
）

て
い
た
が
、
〈
司
回
の
改
正
は
、
こ
れ
を
一
転
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
議
員
立
法
の
人
数
条
項
の
導
入
は
、
一
般
に
は
予
算
を
伴
う
「
お

土
産
法
案
」
に
よ
る
弊
害
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
議
員
の
「
自
粛
」
の
一
貫
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
当
時
首
相
で
あ
っ
た
吉
田
茂

は
、
議
員
立
法
に
つ
い
て
、
一
九
五
三
年
の
予
算
委
員
会
の
答
弁
の
中
で
、
「
議
員
立
法
に
よ
っ
て
国
の
歳
出
が
ふ
え
る
、
こ
の
傾
向
は
、

（
、
）

あ
く
ま
で
も
阻
止
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
行
政
府
が
立
法
府
か
壱
ｂ
い
ろ
い
ろ
と
干
渉
さ

（
即
）

れ
、
し
か
も
予
算
の
伴
う
よ
う
な
干
渉
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
な
は
だ
迷
惑
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。
」
と
も
答
弁
し
て
い
る
。
当
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さ
ら
に
重
大
な
変
化
と
し
て
、
少
数
会
派
に
よ
る
発
議
が
実
質
的
に
困
難
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
国

（
配
）

〈
云
歴
位
、
機
能
の
縮
小
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
人
数
条
項
」
は
予
算
対
策
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
国
会
運

営
対
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
松
澤
浩
一
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
項
の
導
入
は
お
土
産
法
案
の
抑
制
だ
け
で
な
く
、

「
同
時
に
、
各
常
任
一
全
員
会
に
お
い
て
、
各
党
各
派
の
委
員
が
相
互
に
協
議
の
上
、
党
派
を
超
え
て
常
任
委
員
と
し
て
必
要
と
認
め
た
立

（
蝿
）

法
を
行
う
と
い
う
、
常
任
委
員
本
‐
釆
の
活
動
も
著
し
く
困
難
と
な
り
、
こ
う
し
た
立
法
活
動
が
不
活
発
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
」

と
い
う
。
そ
れ
以
前
に
十
分
な
委
員
会
審
議
が
実
現
し
て
い
た
か
は
懐
疑
的
で
あ
る
が
、
人
数
条
項
規
制
と
あ
わ
せ
て
、
議
員
が
議
案
を

発
議
し
た
り
、
他
の
党
派
（
会
派
）
の
議
案
の
賛
成
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
党
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
人

数
条
項
規
定
の
特
記
す
べ
き
点
は
、
む
し
ろ
、
各
議
員
を
議
員
な
い
し
委
員
と
し
て
よ
り
、
政
党
の
一
員
と
し
て
の
立
法
活
動
に
向
か
わ

せ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
委
員
会
審
議
の
質
的
整
備
に
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
。
松
下
主
二
は
、
「
今
日
の
い

わ
ゆ
る
質
疑
・
討
論
の
問
題
点
は
、
政
府
巫
型
氏
党
と
い
う
明
治
か
ら
の
歴
史
を
継
い
で
い
ま
す
が
、
と
く
に
戦
後
、
旧
保
守
・
革
新
い
ず

れ
も
教
条
的
組
織
政
党
を
目
指
し
た
結
果
、
国
会
は
賛
否
を
討
議
で
決
定
し
た
の
ち
の
ド
ラ
マ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
」
と
国

（
湖
）

△
云
審
議
の
シ
ョ
ウ
化
と
い
う
問
題
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、

の
干
渉
」

ら
れ
る
。

時
の
「
お
土
産
法
案
」
批
判
と
は
、
議
員
が
選
挙
区
へ
の
利
益
導
入
を
目
的
と
し
た
議
員
立
法
を
乱
発
す
る
こ
と
へ
の
反
対
論
を
指
す
。

し
か
し
、
こ
の
答
弁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
議
員
立
法
反
対
論
に
は
、
む
し
ろ
、
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
の
議
員
立
法
を
「
立
法
府
か
ら

の
干
渉
」
と
捉
え
る
行
政
な
い
し
官
僚
サ
イ
ド
の
反
発
が
存
在
し
、
そ
れ
が
「
人
数
条
項
」
導
入
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
と
み

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
四
五
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三
一
九
五
五
年
改
正
の
評
価

国
会
法
改
正
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
、
’
九
四
八
年
改
正
と
一
九
五
五
年
改
正
と
を
比
較
し
た
場
合
、
大
き
な
相
違
点
は
、
法
改
正

が
お
こ
な
わ
れ
た
直
接
的
要
因
が
、
前
者
は
、
国
会
法
の
運
用
か
ら
一
年
後
の
「
見
直
し
」
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
後
者
は
「
乱
闘
国

会
の
正
常
化
」
と
い
う
、
い
わ
ば
現
実
的
な
問
題
の
解
決
を
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
’
九
四
八
年
改
正
時
は
占
領
下
で

あ
っ
た
日
本
が
、
一
九
五
五
年
の
時
点
で
は
す
で
に
独
立
を
果
た
し
て
お
り
、
占
領
下
の
ゆ
り
一
戻
し
と
も
い
う
べ
き
「
逆
コ
ー
ス
」
の
た

両
院
法
規
委
員
会
は
、
国
政
に
関
す
る
事
項
や
国
会
関
係
の
法
規
に
関
し
て
、
両
議
院
に
勧
告
す
る
機
関
と
し
て
国
会
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
衆
議
院
か
ら
一
○
人
、
参
議
院
か
ら
八
人
の
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
さ
れ
た
委
員
に
よ
っ
て
組
織
す
る
。
そ
の
勧
告
範
囲

が
、
現
行
法
の
み
な
ら
ず
政
令
に
つ
い
て
も
及
び
、
さ
ら
に
新
立
法
の
提
案
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
官
僚
依

存
と
い
う
国
会
議
員
の
問
題
意
識
が
な
い
た
め
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
一
三
回
国
会
以
降
は
、
全
く
開

（
妬
）

か
れ
な
く
な
り
、
廃
止
に
至
っ
た
（
国
会
法
一
一
章
）
。

そ
の
ほ
か
の
主
要
な
改
正
と
し
て
は
、
予
算
増
額
修
正
の
内
閣
意
見
陳
述
制
度
（
国
会
法
五
七
条
の
三
）
を
設
け
、
委
員
会
提
出
も
し

く
は
、
議
員
発
議
の
法
律
案
や
修
正
に
お
い
て
、
予
算
を
増
額
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
議
案
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
内
閣
の

（
妬
）

意
見
を
聞
く
機
会
を
設
け
る
こ
と
を
定
め
た
。
さ
》
ｂ
に
、
自
由
討
議
の
廃
止
（
国
会
法
七
八
条
）
や
、
そ
の
所
管
事
項
に
関
す
る
法
律
案

の
委
員
会
提
出
を
制
度
化
し
た
法
律
案
の
委
員
会
提
出
制
度
（
五
○
条
の
二
）
、
委
員
会
は
「
議
員
の
外
傍
聴
を
許
さ
な
い
」
と
し
て
、

委
員
会
を
原
則
非
公
開
と
す
る
傍
聴
制
限
〈
五
二
条
第
一
項
）
な
ど
が
あ
る
。

法
学
志
林

両
院
法
規
委
員
会
の
廃
止

第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
四
六
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だ
中
に
あ
っ
た
と
い
う
時
代
的
相
違
も
あ
る
。

一
九
五
五
年
改
正
時
で
は
、
た
び
重
な
る
乱
闘
の
た
め
麻
律
し
た
国
会
機
能
を
正
常
化
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
失
墜
し
た
国
会
の
権
威
を
復

活
さ
せ
る
と
い
う
の
が
そ
の
目
的
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
内
の
秩
序
を
高
め
る
と
と
も
に
、
「
効
率
的
」
に
行
わ
れ
る
よ
う
な

制
度
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
「
効
率
的
」
な
制
度
改
正
と
は
、
同
時
に
官
僚
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
を
可
能
に
す
る
シ
ス

テ
ム
の
構
築
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
幻
）

も
う
一
点
特
徴
的
な
こ
と
は
、
法
案
の
立
案
理
由
の
中
に
も
「
国
会
自
粛
の
立
場
か
ら
す
る
制
度
の
改
正
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
実
現
の
際
に
「
自
粛
」
と
い
う
形
式
を
と
も
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
自
粛
」
と
い
う
言
葉
は
、
第
一
九
回
国
会
、
一
九

五
四
年
六
月
五
日
の
河
井
彌
八
参
議
院
議
長
の
発
言
の
中
に
す
で
に
み
ら
れ
る
。
六
月
三
日
に
お
き
た
衆
議
院
の
乱
闘
事
件
の
影
響
で
五

日
、
参
議
院
本
会
議
が
流
会
と
な
っ
た
こ
と
を
う
け
て
の
談
話
の
中
で
、
河
井
議
長
は
「
（
前
略
）
私
は
こ
の
憲
政
最
大
の
危
機
に
あ
た

（
鍋
）

り
、
全
議
員
職
員
が
党
派
を
超
一
え
て
自
戒
自
粛
さ
れ
、
議
会
民
主
政
治
擁
護
の
た
め
協
力
さ
れ
ん
こ
と
を
要
望
し
て
や
ま
な
い
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
六
月
一
五
日
に
は
全
員
協
議
会
を
開
会
し
、
「
議
院
秩
序
保
持
に
関
す
る
決
議
（
自
粛
自
戒
の
共
同
声
明
）
」
が
全
会

（
鍋
）

一
致
で
議
決
さ
れ
る
な
ど
、
議
員
発
議
議
案
の
人
数
条
項
設
定
や
、
議
長
権
限
の
強
化
は
、
こ
の
「
自
粛
」
の
名
の
下
に
実
施
さ
れ
て
い

っ
た
。
議
長
に
よ
る
一
元
的
な
議
院
運
営
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
、
議
員
の
個
別
的
審
議
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
国
会
審
議
の
空
転
を

防
ぎ
、
内
閣
提
出
法
案
の
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
通
過
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
別
の
視
点
と
し
て
は
、
「
読
会
制
度
」
の
復
活
が
論
議
さ
れ
た
こ
と
も
一
九
五
五
年
改
正
の
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
読
会
制
を

支
持
す
る
論
拠
は
、
お
お
む
ね
「
常
任
委
員
会
中
心
主
義
の
下
で
は
、
議
案
が
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
議
員
全
般
で
議
論

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
頻
発
し
た
紛
糾
国
会
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
常
任
委
員
会

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
四
七
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今
日
的
に
み
れ
ば
、
委
員
会
審
議
の
活
用
自
体
は
、
現
代
議
会
の
必
然
的
な
趨
勢
で
あ
り
、
当
時
の
常
任
委
員
会
制
度
の
機
能
不
全
は
、

む
し
ろ
官
僚
主
導
に
よ
る
国
会
運
営
を
象
徴
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
与
野
党
が
物
理
的
戦
術
を
も
っ
て
し
て
対
時
す
る
当
時

の
国
会
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
常
任
委
員
会
制
度
は
そ
う
し
た
審
議
状
況
を
助
長
す
る
装
置
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
読

会
制
度
は
、
日
本
の
議
会
が
唯
一
経
験
し
て
い
る
委
員
会
中
心
主
義
以
外
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
「
反
規
範
と
し
て
の
存
在
」
と
し

〈
釦
）

て
と
ら
一
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
三
○
年
改
正
は
、
五
五
年
体
制
を
意
識
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
は
、
五
五
年
体
制
下
で
の
国
会
運

（
蛇
）

営
を
規
律
す
る
法
律
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
」
。
こ
の
一
一
一
一
口
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
五
五
年
改
正
法
の
功
罪
は
、
こ
の
改
正

を
含
む
一
九
五
八
年
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
、
そ
の
後
三
○
年
近
く
継
続
す
る
五
五
年
体
制
の
中
で
機
能
し
つ
づ
け
た
と
い
う

点
に
集
約
さ
れ
る
。

四
一
九
五
八
年
国
会
法
改
正

一
九
五
八
年
法
改
正
に
い
た
る
背
景

一
九
五
八
年
、
第
二
八
回
国
会
に
お
い
て
、
再
び
国
会
法
が
大
規
模
に
改
正
さ
れ
た
。
「
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

一
一
一
三
年
法
律
第
六
五
号
）
」
（
以
下
、
一
九
五
八
年
改
正
法
）
で
あ
る
。
改
正
の
大
き
な
直
接
的
要
因
と
な
っ
た
の
が
、
一
一
年
前
の
一
九
五

（
訓
）

論
が
あ
っ
た
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
四
八

を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
論
説
が
一
部
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
吉
田
善
明
が
指
橋
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
鈴
木
‐
安
蔵

や
黒
田
覚
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
本
会
議
中
心
主
義
の
導
入
や
イ
ギ
リ
ス
式
常
任
委
員
会
へ
の
移
行
を
支
持
す
る
議

Hosei University Repository



改
正
法
案
の
審
議
経
過

国
会
改
正
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
五
年
の
改
正
以
降
、
両
院
に
お
い
て
協
議
が
断
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

第
二
四
回
国
会
で
は
、
一
九
五
五
年
一
一
一
月
一
一
三
日
に
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
国
会
法
改
正
等
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
第
二
八

（
調
）

回
国
〈
室
ま
で
継
続
し
た
。
ま
た
、
地
教
行
法
案
を
め
ぐ
る
紛
糾
後
の
第
二
五
回
国
会
に
お
い
て
は
自
民
・
社
会
両
党
に
よ
る
「
申
合
せ
」

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
協
議
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
自
社
の
「
二
大
政
党
下
の
国
会
運
営
に
つ
き
そ
の
効
率
的
正
常
化

（
鋼
）

を
は
か
る
た
め
」
、
一
九
五
八
年
、
第
二
八
回
国
会
で
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
第
二
八
回
国
会
当
時
の
自
社
の
比
率
は
、
ほ
ぼ
二
卯
一
で

あ
っ
た
（
図
表
二
・
六
）
。
四
月
九
日
、
衆
議
院
で
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
成
案
が
議
決
さ
れ
る
と
、
た
だ
ち
に
緊
急
上
程
さ
れ
本

会
議
で
全
会
一
致
に
よ
り
可
決
し
、
さ
ら
に
即
日
参
議
院
に
送
付
さ
れ
た
。
参
議
院
で
同
日
議
院
運
営
委
員
会
に
付
託
さ
れ
四
月
一
六
日

（
調
）

に
委
員
（
室
で
可
決
す
る
と
、
同
日
、
本
会
議
で
も
可
決
、
成
立
し
た
。
四
月
一
八
日
に
公
布
、
翌
第
二
九
回
国
会
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

六
年
、
第
二
四
回
国
会
で
の
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
一
年
法
律
第
一
六
一
一
号
）
」
（
以
下
、
地
教
行

法
）
案
を
め
ぐ
る
国
会
の
紛
糾
で
あ
る
。
こ
の
と
き
国
会
は
、
参
議
院
に
お
い
て
本
会
議
場
に
警
察
官
が
出
動
す
る
と
い
う
異
常
な
事
態

に
陥
っ
た
。
そ
の
後
、
国
会
正
常
化
の
動
向
の
中
で
、
一
九
五
六
年
一
二
月
の
第
二
五
回
国
会
で
の
自
民
社
会
両
党
首
会
談
を
経
て
両
党

の
申
合
せ
が
実
現
し
、
「
国
会
運
営
の
能
率
的
正
常
化
」
に
つ
い
て
五
項
目
が
掲
げ
ら
れ
た
。
一
九
五
八
年
改
正
は
、
こ
う
し
た
経
緯
を

反
映
し
て
、
ふ
た
た
び
唱
え
ら
れ
た
「
自
粛
立
法
」
の
名
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
四
九
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院
内
秩
序
の
強
化

議
長
権
限
は
、
議
長
の
も
つ
秩
序
保
持
権
，
院
内
警
察
権
を
中
心
に
議
長
権
限
が
強
化
さ
れ
た
。
議
長
は
傍
聴
人
に
た
い
し
議
長
は
院

外
退
去
、
警
察
へ
の
引
き
渡
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
権
限
を
さ
ら
に
、
「
議
員
以
外
の
も
の
」
す
な
わ
ち
秘
書
や
院
外
団
な
ど

ま
で
拡
大
し
た
（
国
会
法
二
八
条
の
二
）
。
ま
た
、
議
長
は
秩
序
保
持
権
に
基
づ
き
、
発
言
禁
止
や
議
場
外
退
去
の
処
置
を
議
事
が
終

了
す
る
ま
で
行
う
こ
と
で
き
る
と
よ
う
に
改
め
た
（
国
会
法
一
一
六
条
）
。

ま
た
懲
罰
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
懲
罰
事
犯
に
つ
い
て
閉
会
中
、
ま
た
は
次
の
国
会
に
お
い
て
も
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
。
さ
ら
に
、
懲
罰
事
犯
の
発
生
が
会
期
末
や
閉
会
中
の
場
合
も
、
次
の
国
会
に
お
い
て
の
審
議
を
可
能
に
し
た
（
国
会
法
四
七
条
二

項
・
三
項
・
六
八
条
・
’
一
一
一
条
の
二
）
。
こ
れ
は
、
懲
罰
事
犯
が
会
期
末
の
議
事
混
乱
に
と
も
な
い
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
に
も
か
か

図表２．６第28回国会召集日

各会派所属議員数

（1957年１２月２０日）

会派議員数 法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
五
○

五
一
九
五
八
年
改
正
法
に
よ
る
制
度
変
化

一
九
五
八
年
改
正
は
、
一
九
五
五
年
改
正
法
と
同
様
、
「
自
粛
立
法
」
の
一
環
と
し
て
の
位
置

名
名
名
名
名
名

兜
町
３
１
旧
師
づ
け
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
内
容
的
に
み
れ
ば
、
両
者
の
性
格
は
か
な
ら
ず
し
も
同
一
で

２
１
 

４
 

は
な
い
。
’
九
五
八
年
改
正
の
特
徴
は
一
言
で
一
一
一
口
え
ば
、
「
院
内
秩
序
強
化
」
に
あ
る
だ
ろ
う
。

議
長
権
限
の
強
化
や
、
懲
罰
規
程
の
整
備
は
、
ま
さ
に
こ
の
具
現
化
で
あ
る
。
’
九
五
五
年
改
正

ブ

党
党
ラ

以
上
に
秩
序
強
化
に
主
体
を
お
い
た
改
正
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
会
餌
磐
延
長
の
制
限
条
項

甦繼岬属員計が、一九五五年からの「効率化」の一環として盛りこまれたほか、議事運営を協議
由
本
会
所

自
日
小
無
欠
す
る
院
内
機
関
と
し
て
議
事
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
特
記
す
べ
き
改
正
点
と
い
え
る
。
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蟻
事
協
蟻
会
の
設
置

議
事
協
議
会
は
、
議
院
運
営
委
員
会
小
委
員
会
協
議
会
に
か
わ
る
制
度
と
し
て
設
置
さ
れ
た
（
国
会
法
五
五
条
の
二
）
。
議
長
は
議
事

の
順
序
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
、
議
事
協
議
会
で
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
事
協
議
会
の
構
成
員
は
、
議
院
運
営
委
員
長
お
よ
び

議
院
運
営
委
員
会
の
選
任
す
る
委
員
と
す
る
。
ま
た
、
議
長
は
、
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
裁
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

設
置
さ
れ
て
間
も
な
い
議
院
運
営
委
員
会
に
お
け
る
小
委
員
会
制
度
で
あ
る
が
、
当
初
か
ら
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す
る
声

が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
小
委
員
の
構
成
で
あ
る
。
小
委
員
は
、
必
然
的
に
議
院
運
営
委
員
会
の
理
事
お
よ
び
委
員
か
ら
選
出
さ
れ
る

が
、
一
方
で
実
際
に
政
党
間
調
整
に
あ
た
る
の
は
与
野
党
の
幹
事
長
・
書
記
長
、
国
対
担
当
者
で
あ
る
。
こ
の
二
元
性
が
も
た
ら
す
機
能

不
全
へ
の
懸
念
が
浮
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
議
事
協
議
会
は
、
こ
の
点
の
改
善
を
図
っ
た
制
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
五
一

会
期
延
長
の
制
限

常
会
は
一
回
、
臨
時
会
お
よ
び
特
別
会
は
二
回
に
制
限
し
た
（
国
会
法
一
一
一
条
二
項
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
会
期
が
無
制
限
に
延
長

可
能
な
こ
と
は
会
期
制
の
原
則
に
反
す
る
た
め
と
い
う
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
会
期
延
長
を
め
ぐ
っ
て
与
野
党
が
対
立
し
混

乱
す
る
場
面
が
頻
発
し
た
こ
と
が
、
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
提
出
さ
れ
た
内
閣
提
出
法
案
を
会
期
内
に
通

そ
う
と
す
る
与
党
側
が
お
こ
な
う
大
規
模
な
会
期
延
長
の
議
案
に
た
い
し
野
党
が
反
発
し
、
物
理
的
抵
抗
を
お
こ
な
う
と
い
う
構
図
が
こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
て
き
た
。
今
回
の
制
度
改
正
は
、
そ
れ
を
防
ご
う
と
す
る
目
的
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

わ
ら
ず
、
会
期
終
了
後
、
こ
れ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
状
態
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
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図表２．７１９５８年改正の主要改正点

(1)召集・会期に関する制度

会期延長の制限。常会は１回，臨時会・特別会は２回に制限（12条）

(2)議事協議会設置

議事協議会設置（55条の２）

(3)議長秩序保持権の強化

議長の秩序保持権強化（116条）

議員外のものにたいする議長の秩序保持権の施行（118条の2）

(4)懲罰事犯に対する規定強化

懲罰事犯についての閉会中審査（47条２項，３項）

閉会中審査した懲飼事犯の件を継続審議（68条）

会期末に生じた懲罰事犯の規定（121条の2）

閉会中に生じた懲罰事犯の規定（121条の３）

(5)逮捕された議員に関する制度整備

会期中の逮捕された議員についての手続き（34条の2）

逮捕された議員についての緊急集会中における手続き（100条２項）

緊急集会中に逮捕された議員の手続き（102条の5）

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
五
二

（
錨
）

塩
事
協
議
△
室
も
ま
た
衆
議
院
で
は
わ
ず
か
半
年
で
開
か
れ
な
く
な
っ
た
。

９
 

９
 

０
 

卸
一
九
五
八
年
改
正
の
位
邇
づ
け

度蔀
一
九
五
八
年
改
正
法
は
、
一
九
五
五
年
改
正
法
と
同
様
に
「
国
会

鍛史
正
常
化
」
の
、
ま
た
．
曰
粛
立
法
」
の
一
環
と
し
て
の
制
度
改
正
で

静
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
段
が
、
審
議
制
度
や
機
能
に
た
い
す
る

度調
改
革
で
は
な
く
、
「
議
長
の
権
限
強
化
に
よ
る
秩
序
維
持
の
実
現
」

畷
を
図
っ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
・
こ
れ
は
、
度
重
な
る
国
会
乱
闘

編鑑
事
件
の
「
反
省
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
先
述
し
た
よ

参
う
に
、
一
九
五
六
年
の
地
教
行
法
案
の
審
議
に
と
も
な
い
議
長
要
請

院辮
に
も
と
づ
い
て
警
奮
姿
目
が
議
場
出
動
し
た
事
件
は
、
白
戸
社
両
党
申
合

魏
せ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
会
内
の
秩
序
保
持
の
強
化
の
必
要
性
を

政
府
・
自
民
党
内
に
強
く
認
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

こ
の
「
申
合
せ
」
の
中
に
は
、
「
国
会
運
営
能
率
化
」
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鳩
山
、
岸
内
閣
期
に
い
わ
ゆ
る

「
逆
コ
ー
ス
」
を
め
ぐ
っ
て
、
保
守
・
革
新
の
対
決
法
案
が
続
き
、

し
ば
し
ば
国
会
が
乱
闘
、
機
能
麻
痒
と
い
っ
た
事
態
に
な
っ
て
い
た
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六
一
九
六
○
年
代
以
降
の
改
正

一
九
五
八
年
警
職
法
改
正
を
め
ぐ
る
紛
糾

国
会
法
改
正
直
後
の
五
月
二
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
保
革
合
同
後
初
の
総
選
挙
で
は
、
自
民
党
が
二
八
七
、
日
本
社
会
党
が
一
六
六
議

（
犯
）

席
を
獲
得
し
、
実
際
の
勢
力
比
は
約
一
ｍ
○
・
六
で
あ
り
な
が
ら
も
、
二
大
政
党
感
が
強
ま
っ
た
。
一
九
五
八
年
秋
に
な
る
と
、
岸
内

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
五
三

こ
と
に
起
因
す
る
。
当
時
、
国
会
正
常
化
は
、
も
は
や
与
党
の
み
な
ら
ず
国
会
全
体
の
威
信
に
関
わ
る
課
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
そ
の
際
に
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
た
の
が
、
「
国
会
運
営
能
率
化
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
態
と
し
て
は
、
こ
の

際
の
「
能
率
化
」
と
は
、
い
か
に
官
僚
主
導
の
閣
法
を
会
期
内
で
滞
り
な
く
採
決
に
い
た
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

〈
釘
）

一
九
五
八
年
改
正
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
第
二
五
回
国
会
で
行
わ
れ
た
自
民
・
社
会
両
党
の
「
申
合
せ
」
が
土
（
ロ
と
な
っ
て
い
る
。

会
期
延
長
や
議
事
協
議
迷
云
の
規
定
改
正
の
目
的
と
し
て
「
審
議
の
効
率
」
を
掲
げ
て
お
り
、
国
会
内
の
秩
序
維
持
と
と
も
に
、
審
議
の
効

率
化
が
一
九
五
八
年
改
正
の
主
要
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
会
期
延
長
の
制
限
も
「
効
率
化
」
の
一
環
で
あ
る
。

前
回
の
改
正
で
も
議
論
に
上
っ
た
問
題
で
あ
り
、
紛
糾
の
引
き
金
と
な
る
こ
と
の
多
い
会
期
延
長
問
題
に
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
国
会
空
転
の
回
避
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
う
名
分
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
反
面
、
こ
の
と
き
の
「
正
常
化
」
論
議
が
、
内
閣
提
出
法
案
の
早
期
通
過
を
め
ざ
し
た
院
内
秩
序
の
回
復
と
時
間
的
「
効
率
」

の
追
求
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
委
員
会
や
本
会
議
に
お
け
る
審
議
の
あ
り
方
や
、
行
政
と
議
会
と
の
関
係
の
改
革
に
関

し
て
は
、
具
体
的
に
論
議
し
た
形
跡
す
ら
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
一
九
五
八
年
ま
で
に
行
わ
れ
た
急
速
な
「
効
率

化
」
の
追
求
が
そ
の
後
国
会
の
「
空
洞
化
」
を
さ
ら
に
深
め
る
一
要
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
主
張
の
論
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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一
九
五
八
年
以
降
の
国
会
法
改
正
動
向

一
九
五
八
年
以
降
、
国
会
法
の
改
正
は
、
語
句
修
正
な
ど
を
除
け
ば
、
一
九
八
○
年
代
に
入
り
、
委
員
会
の
増
設
や
調
査
会
の
新
設
、

改
編
な
ど
を
目
的
と
し
て
数
回
改
正
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
八
年
の
間
の
改
正
に
比
べ
れ
ば
小
規
模
で
あ
り
、

か
つ
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
図
表
二
・
八
）
。

一
方
、
国
会
の
乱
闘
・
紛
糾
に
つ
い
て
は
一
九
五
八
年
以
降
も
断
続
的
に
発
生
し
、
’
九
六
○
年
安
保
闘
争
時
に
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

そ
の
つ
ど
国
会
正
常
化
を
目
指
し
各
党
申
合
せ
を
お
こ
な
う
、
と
い
う
手
続
き
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
同
様
の
手
法
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
五
四

閣
・
「
逆
コ
ー
ス
」
へ
の
不
信
感
を
背
景
に
、
「
警
察
官
職
務
執
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
警
職
法
改
正
法
案
）
を
め

ぐ
り
、
早
く
も
与
野
党
が
対
決
し
た
。
一
○
月
一
三
日
に
は
、
地
方
行
政
委
員
会
が
開
か
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
衆
議
院
第
一
委
員
室
に
、

社
会
党
議
員
ら
五
、
六
○
人
が
座
り
込
み
を
お
こ
な
っ
た
。
翌
一
四
日
も
社
会
党
は
委
員
室
を
「
占
拠
」
し
、
混
乱
が
続
い
た
が
、
’
五

（
鉛
）

曰
に
入
り
、
星
島
議
長
の
斡
旋
案
を
自
民
・
社
今
室
両
党
が
受
け
入
れ
、
事
態
は
収
束
へ
向
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
一
月
に
は
、
会
期
延
長
問
題
で
ふ
た
た
び
「
変
則
国
会
」
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
警
職
法
改
正
法
案
は
一
一
月
二
二

日
に
お
こ
な
わ
れ
た
自
民
・
社
会
両
党
首
会
談
に
お
い
て
審
議
未
了
と
し
、
国
会
は
自
然
休
会
と
す
る
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。
ま
た

同
時
に
、
国
会
正
常
化
の
確
認
と
と
も
に
議
長
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
、
国
会
運
営
に
お
け
る
法
規
、
慣
習
、
申
合
せ
の
遵
守
と
が
確
認

さ
れ
た
。
こ
の
具
体
化
案
に
つ
い
て
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
懇
談
会
等
の
場
で
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
。
’
二
月
一
一
日
に
よ
う
や
く

妥
結
し
た
日
社
申
合
せ
で
は
、
さ
ら
に
、
法
規
・
慣
例
・
申
合
せ
等
の
遵
守
の
再
確
認
、
正
副
議
長
党
籍
離
脱
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
さ

れ
た
。
こ
こ
で
も
、
閣
法
を
中
心
と
す
る
法
案
審
議
の
「
能
率
化
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
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営
の
案

ら
ず
、
国
会
法
そ
の
も
の
の
改
正
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
部
分
的
な
改
正
こ
そ
あ
っ
た
も

連
法
成

会
会
的

！
の
の
、
五
五
年
体
制
が
崩
壊
す
る
ま
で
、
国
会
法
が
そ
の
基
本
的
概
観
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
な
か

国
国
体

，
，
具

緬
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
会
審
議
に
お
け
る
制
度
の
法
的
外
枠
は
一
九
五
八
年
ま
で
に
整
え
ら
れ
、
そ
の
後

し
き
の

省
つ
そ

瘤
の
制
度
改
正
は
法
的
枠
内
に
お
け
る
運
用
の
変
更
や
審
議
・
運
営
慣
習
の
確
立
に
よ
っ
て
対
応
し
て
き

反
に
に

を
点
か

て

去
諸
や

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
松
下
圭
一
が
指
摘

過
な
連

つ
ｒ
う
て

泳
す
る
よ
う
に
、
鳩
山
・
岸
内
閣
段
階
に
お
け
る
自
社
対
決
型
の
二
別
期
」
五
五
年
体
制
期
に
形
成
さ
れ

‐
よ
い

き
の
お

幼
た
国
会
制
度
は
、
そ
の
後
白
戸
は
協
調
型
の
「
中
期
」
五
五
年
体
制
下
に
お
い
て
定
着
し
た
と
い
う
こ
と

』
軟
麩
（
佃
）

錘
が
で
き
る
だ
ろ
う
・

営
い
両

運
お
‘

霊
一
九
七
○
年
代
に
入
る
と
、
国
会
正
常
化
に
関
す
る
試
案
は
国
会
内
外
で
た
び
た
び
提
示
さ
れ
る
が
、

会
に
し

翻麺』坐籠圃耀やはり国会法改正までにはいたっていない。一九八○年にようやくおこなわれた改正は、
営

（
他
）

８
政
炊
銘
麺
置
酷
鬮
衆
議
院
に
お
け
る
科
学
技
術
委
員
会
、
環
境
委
員
会
の
二
常
任
委
員
会
の
増
設
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ

醗
誌
歯
隷
詐
醸
鈴
鐘
た
。
そ
の
後
改
正
は
、
一
九
八
五
年
の
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
規
定
設
置
や
、
一
九
九
一
年
の
社

挙
は
匪
繩
認
拠
麺
他
会
労
働
委
員
会
の
糺
螂
な
ど
、
部
分
的
な
制
度
改
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
国
会
改
革
の
強

申
党
を
の
を
り
紛
率

麺
輌
靴
瀝
・
魎
蝉
粒
華
ぃ
世
論
を
受
け
て
国
会
制
度
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
五
五
年
体
制
崩
壊
後
、
国
会
の
新
段
階
の
始
ま
り

『
社
鉦
地
坐
麹
鑪
麺
筆
と
も
い
え
る
連
立
期
以
降
で
あ
る
。
’
九
九
七
年
に
行
政
監
視
機
能
を
持
つ
委
員
会
を
衆
参
両
院
に
お

（
梱
）

社
民
率
そ
る
議
懲
両
国
い
て
設
置
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
九
九
九
年
の
「
国
今
室
審
議
の
活
性
化
及
び
政
府
主
導
の
政
策
決
定

・
自
能
正
得

民
の
改
を
一
二
三
四

自
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
一
六
号
）
」
（
以
下
、
国
会
審
議
活
性
化

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
五
五
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図表２．８国会法改正年表一(2)（～2000年）

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第

1９８ 

ｌ２１ｐＥｎ ・
四
合
併
号

１９９： 

0．１２ 

※他法律等の改正にともなう語句修正等による改正は含めていない。

※1999年７月の改正は「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法

律（平成11年法律第116号)」

衆蟻院会譲録により岡崎作成

員
の
廃
止
と
共
に
党
首
討
論
を
目
的
と
し
た

国
家
基
本
政
策
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

法
）
で
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
政
府
委

（
１
）
『
第
二
十
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
事
録

第
六
具
己
一
九
五
五
年
一
月
二
一
日
。

（
２
）
堤
康
次
郎
「
乱
闘
国
会
か
ら
一
年
」
『
国

会
』
第
八
巻
第
七
号
、
一
九
五
五
年
七
月
号
、

三
○
頁
。

（
３
）
片
山
哲
（
右
社
）
、
松
本
治
一
郎
（
左
社
）
、

松
野
劉
平
（
目
）
ら
を
指
す
。

（
４
）
『
毎
日
新
聞
」
一
九
五
四
年
六
月
六
日
。

五
党
幹
事
長
会
殿
に
つ
い
て
は
、
自
由
党
の
佐

藤
幹
事
長
は
欠
席
し
、
小
沢
国
会
対
策
委
員
長

が
出
席
し
て
い
る
。

（
５
）
声
明
で
は
三
社
は
、
「
我
々
は
、
両
社
会

党
が
集
団
的
実
力
を
用
い
て
会
議
の
開
会
を
阻

止
し
た
行
動
を
断
固
排
撃
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
事
こ
こ
に
至
ら
し
め
た
に
つ
い
て
、
政
府
、

与
党
の
世
論
を
無
視
し
た
独
善
的
な
態
度
に
も
、

責
任
が
あ
る
も
の
と
認
め
、
深
く
そ
の
反
省
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
与
野
党
双
方
に
対

五
六

国会回次 公布年・月 改正概要

第９１回国会 1980.4 
衆議院に科学技術委員会，環境委員会の二常任委員
会を増設

第102回国会 1985.6 
議院の政治倫理に関する規定を新設，政治倫理審査
会設置

第104回国会 1986.5 参議院調査会新設

第120回国会 l99L5 厚生委員会と労働委員会の分離

第121回国会 l99L9 常会を１月召集に変更

第121回国会 1991.10 衆議院安全保障委員会新設

第126回国会 1993.5 政策秘轡設置

第141回国会 1997.12 参議院の常任委員会再編・行政監視委員会設置

第141回国会 1997.12 衆識院の決算行政監視委員会設置

第145回国会 1999.7 
国家基本政策委員会設置’政府委員制度廃止，副大
臣等設置

第145回国会 1999.8 憲法調査会の設置

第150回国会 2000.12 中央省庁再編にともなう各議院の常任委員会再編
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（
９
）
こ
う
し
た
消
極
的
な
各
党
の
状
況
に
加
え
、
こ
の
時
期
の
自
粛
三
法
の
審
議
状
況
に
つ
い
て
は
「
こ
の
た
め
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
は
早
く
も
九
月
に

打
ち
切
り
に
な
っ
た
ほ
か
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
が
多
少
検
討
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
国
会
法
に
至
っ
て
は
ま
っ
た
く
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
」
と
報
じ

て
い
る
（
『
朝
日
新
聞
」
一
九
五
四
年
一
一
月
一
三
日
）
。

両
）
本
会
議
に
お
け
る
自
由
討
鍛
制
度
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
詳
述
す
る
。

、
）
保
安
委
員
会
の
設
圃
は
自
由
党
の
主
張
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
二
○
回
国
会
に
お
け
る
審
議
段
階
で
左
右
両
社
会
党
の
反
対
に
よ
り
見
送
ら
れ
た
。

（
、
）
『
第
十
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
三
号
」
一
九
五
三
年
一
二
月
四
日
。
福
田
越
夫
の
質
問
に
た
い
す
る
答
弁
の
中
で
の
発
言
で
あ
る
。

（
旧
）
鈴
木
隆
夫
「
自
粛
国
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
る
か
」
「
時
の
法
令
」
第
一
六
一
一
号
、
一
九
五
五
年
二
月
一
一
三
日
、
五
頁
。

、
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
当
時
の
論
評
等
の
傾
向
は
異
な
っ
て
い
る
。
タ
テ
割
に
よ
る
再
編
実
施
後
に
み
ら
れ
た
批
判
的
論
調
の
ほ
と
ん
ど
は
、
族
議
員
の
台

頭
に
関
す
る
懸
念
で
あ
り
、
官
僚
主
導
の
委
員
会
審
議
に
た
い
す
る
警
鐘
は
む
し
ろ
少
な
か
っ
た
。

（
鴫
）
奥
野
健
一
「
改
正
さ
れ
た
国
会
法
ｌ
解
説
と
問
題
点
」
『
ジ
ニ
リ
ス
ト
』
第
二
八
号
、
’
九
五
五
年
三
月
、
二
頁
。

両
）
鈴
木
隆
夫
、
前
掲
論
文
、
五
頁
。

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
五
七

す
る
批
判
の
意
見
を
表
明
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
西
日
本
新
聞
社
や
、
京
都
新
聞
な
ど
が
声
明
を
発
表
し
て
い
る
（
西
島
芳
二
・
中
村
哲
・
加
藤
彪
二
・
遠
山

茂
樹
「
座
談
会
国
会
・
暴
力
・
民
衆
」
『
世
界
』
第
一
○
四
号
、
一
九
五
四
年
八
月
参
照
）
。

（
６
）
国
会
法
等
改
正
起
草
小
委
員
会
は
、
第
一
三
回
国
会
か
ら
連
続
し
て
設
腫
さ
れ
て
い
る
。
小
委
員
数
は
第
一
六
回
以
降
八
名
で
あ
る
。
警
察
法
改
正
で
紛

糾
し
た
第
一
九
回
国
会
で
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
二
日
に
事
務
局
案
で
あ
る
「
国
会
法
改
正
に
関
す
る
経
過
及
び
要
綱
」
が
小
委
員
会
で
事
務
総
長
か
ら

説
明
さ
れ
、
以
後
こ
れ
に
つ
い
て
の
協
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
（
参
議
院
事
務
局
『
国
会
法
改
正
経
過
概
要
』
一
九
五
九
年
、
二
○
四
頁
）
。

（
７
）
「
朝
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
○
月
二
三
日
。

五
党
申
し
合
せ
内
容
は
、
「
二
）
、
臨
時
国
会
は
出
来
る
だ
け
早
く
開
く
。
こ
れ
に
備
え
て
災
害
復
旧
対
策
の
た
め
の
補
正
予
算
、
法
案
の
準
備
を
各
党
で
進

め
る
。
二
）
、
公
職
選
挙
法
、
国
会
法
、
政
治
資
金
規
正
法
各
改
正
案
の
い
わ
ゆ
る
国
会
自
粛
三
法
案
に
つ
い
て
小
委
員
会
を
復
活
し
十
月
中
に
成
案
を
ま
と

め
る
。
小
委
員
会
は
二
十
八
日
に
第
一
回
の
会
合
を
開
く
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
８
）
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
○
月
二
九
日
。
五
党
国
会
対
策
委
員
長
お
よ
び
自
粛
三
法
起
草
委
員
の
合
同
打
ち
合
わ
せ
会
に
よ
る
申
し
合
せ
に
お
い
て
、

「
二
）
、
ほ
ん
と
う
に
自
粛
三
法
を
実
現
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
核
は
一
致
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
本
旨
と
し
不
一
致
点
の
取
扱
い
は
国
会
の
正
式
審

議
を
通
じ
て
描
画
す
る
。
二
）
、
十
一
月
十
日
ま
で
に
自
粛
三
法
の
各
小
委
員
会
で
要
綱
を
ま
と
め
、
そ
の
法
文
化
の
手
続
き
を
と
る
。
」
の
二
点
に
つ
い
て

合
意
が
な
さ
れ
た
。
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（
卯
）
吉
田
善
明
「
議
事
手
続
」
『
法
律
時
報
』
第
四
一
巻
五
号
、
’
九
六
九
年
五
月
、
’
三
六
頁
。

訂
）
こ
れ
に
関
連
し
た
議
論
と
し
て
は
、
前
田
英
昭
は
、
一
九
五
五
年
改
正
は
「
議
員
立
法
優
位
か
ら
内
閣
立
法
優
位
へ
の
軌
道
修
正
で
あ
っ
た
」
と
し
、

「
ア
メ
リ
カ
型
か
ら
イ
ギ
リ
ス
型
へ
の
転
換
」
と
位
邇
づ
け
て
い
る
（
前
田
英
昭
『
国
会
の
立
法
活
動
』
新
山
社
出
版
、
一
九
九
九
年
、
二
三
頁
）
。
さ
ら
に
前

田
は
「
自
粛
」
と
関
連
性
に
触
れ
「
こ
の
改
正
は
、
国
会
自
粛
を
動
機
と
し
て
い
た
が
、
単
な
る
自
粛
を
超
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
内
閣
制
の
発
展
に
見
ら
れ

た
よ
う
に
、
立
法
の
主
導
性
を
内
閣
の
ほ
う
へ
シ
フ
ト
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
（
前
掲
轡
、
一
五
頁
）
。

（
犯
）
松
爆
浩
一
、
前
掲
論
文
、
三
八
頁
。

（
鍋
）
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
国
会
法
改
正
の
た
め
の
小
委
員
会
と
し
て
、
第
一
三
回
国
会
か
ら
第
二
一
回
国
会
ま
で
「
国
会
法
等
改
正
案
起
草
小
委
員

会
」
が
設
腫
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
五
八
年
の
第
二
九
回
国
会
で
は
、
「
国
会
法
等
に
関
す
る
小
委
員
会
」
が
連
立
期
に
い
た
る
ま
で
継
続
的
に
設
置
さ

（
”
）
法
案
（

（
躯
）
『
毎
日

（
羽
）
た
だ
‐

五
六
五
頁
。

（
田
）
『
憲
法
調
査
会
第
二
委
員
会
第
五
回
会
議
議
事
録
』
一
九
五
九
年
三
月
二
五
日
。
西
沢
哲
四
郎
の
発
言
。

⑮
）
佐
藤
功
、
前
掲
論
文
、
四
八
頁
。

（
型
『
第
十
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
三
号
』
’
九
五
三
年
一
二
月
四
日
、
四
頁
。

（
皿
）
『
第
十
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
三
号
』
一
九
五
三
年
一
二
月
四
日
、
五
頁
。

（
理
）
小
林
孝
輔
「
国
会
法
の
改
正
過
程
」
『
青
山
法
学
論
集
』
第
一
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
五
九
年
、
四
四
頁
。

（
羽
）
松
澤
浩
一
「
国
会
法
改
正
」
『
法
学
教
室
』
第
一
一
六
号
、
一
九
九
○
年
五
月
、
三
八
頁
。

（
型
）
松
下
圭
一
『
政
治
・
行
政
の
考
え
方
」
岩
波
新
轡
、
一
九
九
八
年
、
九
三
頁
。

（
羽
）
両
院
法
規
委
員
会
が
定
め
ら
れ
て
い
た
第
二
章
は
、
参
議
院
の
緊
急
集
会
に
関
す
る
事
項
の
規
定
に
改
め
ら
れ
た
。

（
妬
）
官
主
導
の
国
会
迎
営
を
促
進
す
る
制
度
改
正
と
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
佐
藤
功
が
、
③
の
人
数
条
項
と
同
様
の
効
果
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
功
、
前
掲
論
文
、
四
九
頁
○

万
）
法
案
の
立
法
理
由
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
函
国
会
史
編
』
一
九
九
○
年
の
記
載
を
参
考
に
し
た
。

（
躯
）
『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
六
月
六
日
。

薊
）
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
両
派
社
会
党
か
ら
辿
憾
の
意
の
表
明
が
な
さ
れ
た
。
衆
譲
院
・
参
議
院
編
『
識
会
制
度
百
年
史
恥
国
会
史
編
」
一
九
九
○
年
、

（
Ⅳ
）
山

す
る
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
五
八

い
ず
れ
も
一
九
九
八
年
秋
の
第
一
四
三
回
（
臨
時
）
国
会
に
設
歴
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
別
委
員
会
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
に
お
い
て
詳
述
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れ
て
い
る
（
第
七
九
回
の
設
置
は
な
か
っ
た
〉
。

（
鋤
）
佐
々
木
秀
世
議
院
運
営
委
員
会
理
事
（
国
会
法
改
正
等
小
委
員
長
）
の
国
会
法
一
部
改
正
案
の
趣
旨
説
明
の
中
で
の
発
言
〈
「
第
二
十
八
回
国
会
衆
議
院

本
会
議
録
第
二
十
七
号
」
一
九
五
八
年
四
月
九
日
）
。

（
鋼
）
た
だ
し
、
国
会
法
一
部
改
正
法
律
（
昭
和
三
三
年
法
律
六
五
号
）
に
お
け
る
第
二
条
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
七
年
法
律
第
四
一
号
）
の
一
部
改
正

に
関
し
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

（
妬
）
溌
事
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
で
ふ
た
た
び
触
れ
る
。

（
辺
一
八
五
八
年
四
月
九
日
の
佐
々
木
秀
世
議
院
迎
営
委
員
会
理
事
に
よ
る
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
の
中
で
も
、
「
よ
っ
て
本
申
合
せ
の
趣
旨
に
沿
い
こ

れ
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
引
き
続
き
鋭
意
研
究
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
結
果
、
こ
の
た
び
よ
う
や
く
衆
参
両
院
の
協
議
が
ま
と
ま
り
ま
し
て
成
案
を

得
る
に
至
り
ま
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
」
と
の
発
言
が
あ
る
（
『
第
二
十
八
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
二
十
七
号
』
’
九
五
八
年
四
月
九
且
。

（
詔
）
第
二
九
回
国
会
召
巣
日
段
階
の
各
党
派
数
は
、
自
民
党
二
九
八
、
社
会
党
一
六
七
、
小
会
派
ク
ラ
プ
ニ
の
計
四
六
七
名
で
あ
る
。

弱
）
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
○
月
一
五
日
。
星
島
衆
議
院
議
長
の
斡
旋
案
は
、
①
警
職
法
改
正
案
の
委
員
会
付
託
を
取
り
戻
す
こ
と
（
筆
者
註
委
員

会
で
質
疑
せ
ず
本
会
議
に
直
接
か
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
。
②
本
会
議
で
同
案
の
趣
旨
説
明
を
聞
き
、
質
疑
す
る
こ
と
。
③
以
上
に
つ
い
て
は
議
長
に
一
任

す
る
こ
と
。
④
今
後
国
会
運
営
を
正
常
な
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
。
の
四
点
に
言
及
さ
れ
た
。

和
）
宮
沢
俊
義
に
よ
れ
ば
、
当
時
自
民
党
方
面
か
ら
の
意
見
と
し
て
、
議
事
協
譲
会
制
度
の
改
革
を
し
て
、
帝
国
議
会
期
の
各
派
協
鍛
会
の
よ
う
な
「
各
党
派

の
首
脳
者
を
そ
れ
ぞ
れ
同
数
選
出
」
し
重
要
事
項
の
協
議
を
す
る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
て
お
り
、
宮
沢
は
、
こ
の
自
民
党
意
見
を
受
け
た
も
の
だ
と
い
う
分
析

を
示
し
て
い
る
（
宮
沢
俊
義
「
国
会
運
営
の
あ
り
方
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
’
第
一
七
○
号
、
一
九
五
九
年
一
月
、
四
頁
）
。

、
）
松
下
圭
一
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
の
政
党
情
勢
を
、
一
九
五
五
年
か
ら
始
ま
る
「
前
期
」
、
一
九
六
○
年
の
池
田
内
閣
以
降
の
「
中
期
」
、
一
九
七
六
年
か

ら
一
九
九
三
年
の
連
立
期
発
足
ま
で
の
「
後
期
」
の
三
段
階
に
分
け
て
い
る
。

（
翌
た
だ
し
、
一
九
九
七
年
の
改
正
や
連
立
政
権
期
に
入
り
浮
上
し
て
き
た
国
会
改
革
案
の
中
に
は
、
こ
の
協
議
会
か
ら
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
国
会
改
革
案
に
つ
い
て
、
第
六
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。

（
⑬
）
一
九
九
一
年
の
第
一
二
○
回
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
の
社
会
労
働
委
員
会
を
構
成
委
員
会
と
労
働
委
員
会
に
分
離
す
る
国
会
法
改
正
が
成
立
し
た
。
こ

の
目
的
に
つ
い
て
、
当
時
の
森
善
朗
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
長
は
、
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
の
中
で
、
「
社
会
福
祉
並
び
に
労
働
関
係
施
策
の
増
加
」
に

と
も
な
う
も
の
で
あ
る
と
発
言
し
て
い
る
（
『
第
百
二
十
回
国
会
衆
議
院
本
会
鍛
録
第
二
十
七
号
」
’
九
九
一
年
五
月
七
且
。

（
“
）
参
議
院
で
は
「
行
政
監
視
委
員
会
」
を
新
設
し
、
衆
議
院
で
は
決
算
委
員
会
の
機
能
を
拡
大
し
て
「
決
算
行
政
監
視
委
員
会
」
と
改
称
し
た
。
行
政
監
視

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
五
九
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前
節
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
会
法
は
、
成
立
時
か
ら
約
一
○
年
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
を
大
き
く
変

え
た
。
そ
の
中
で
も
、
自
由
討
議
制
度
の
廃
止
は
、
国
会
審
議
の
硬
直
性
と
当
時
の
審
議
に
た
い
す
る
認
識
を
端
的
に
表
し
た
事
例
で
あ

（
１
）
 

る
。
本
会
議
に
お
け
る
自
由
討
議
制
度
は
、
新
生
国
〈
室
に
お
け
る
基
本
方
針
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
国
会
課
長
ウ
ィ

リ
ァ
ム
ズ
に
よ
っ
て
、
そ
の
導
入
が
指
示
さ
れ
、
国
会
の
公
開
討
論
の
機
能
向
上
の
手
段
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。
国
会
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
自
由
討
議
制
度
は
、
本
会
議
に
お
い
て
、
二
週
間
に
一
度
自
由
討
議
を
行
う
こ
と
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度

は
、
国
会
議
員
の
政
治
未
熟
と
あ
い
ま
っ
て
、
十
分
に
活
用
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
一
九
四
八
年
の
国
会
法
改
正
以
来
、
し
ば
し
ば
そ

（
２
）
 

の
機
能
と
規
模
は
縮
小
さ
れ
、
’
九
五
五
年
の
改
正
で
は
、
「
現
状
に
促
し
て
」
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

単
に
外
国
の
制
度
の
直
輸
入
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
実
情
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
予
算
委
員
会
が
予
算
本
来
の
審
議
よ
り
、

国
政
一
般
の
論
議
に
そ
の
時
間
の
多
く
を
費
や
し
て
い
る
状
況
を
打
開
す
る
手
段
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
自
由
討
議
が
、
わ
ず

か
一
○
年
た
ら
ず
で
廃
止
に
い
た
っ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
節
で
は
、
時
代
と
と
も
に
活
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
み
に
着

目
す
る
こ
と
が
多
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
設
置
当
初
の
制
度
、
運
営
手
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
廃
止
に
至
っ
た
過
程
を
分
析
す
る
。

自
由
討
議
廃
止
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
改
正
の
方
向
性
と
、
初
期
国
会
に
お
け
る
審
議
機
能
・
制
度
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を

さ
れ
て
い
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

委
員
会
に
つ
い
て
は
六
章
で
詳
し
く
述
べ
る
。

第
四
節
本
会
議
自
由
討
議
制
度
の
審
議
状
況

ニ
ノ、

○ 
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一
九
四
七
年
の
国
会
法
に
お
い
て
自
由
討
議
は
「
各
議
院
は
、
国
政
に
関
し
議
員
に
自
由
討
議
の
機
会
を
与
え
る
た
め
、
少
く
と
も
、

二
週
間
に
一
回
そ
の
会
議
を
開
く
こ
と
を
要
す
る
」
（
第
七
八
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
週
間
に
一
度
と
い
う
の
は
最

低
基
準
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
開
催
す
る
こ
と
は
当
然
制
度
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
自
由
討
議
は
本
会
議
で
行
わ
れ
、
発

言
時
間
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
、
議
長
の
権
限
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
、
議
院
に
報
告
す
る
こ
と
が
衆
議
院
規
則
で
は
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
３
）
 

当
時
の
衆
議
院
規
則
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
討
議
の
会
議
を
開
く
と
き
は
、
議
長
は
予
め
そ
の
日
時
及
び
発
言
の
時
間
を
定
め
て
こ
れ
を
議

院
に
報
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
議
員
二
○
人
以
上
か
ら
そ
の
日
時
及
び
発
言
の
時
間
に
つ
い
て
意
義
の
申
立
が
あ
っ
た
と
き

は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
に
諮
り
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
第
一
六
二
条
）
と
あ
る
。

自
由
討
議
が
開
始
さ
れ
た
の
は
第
一
回
国
会
か
ら
で
あ
る
。
衆
議
院
で
は
七
月
七
日
に
「
経
済
実
相
報
告
書
に
つ
い
て
」
を
案
件
と
し

て
、
は
じ
め
て
の
自
由
討
議
が
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
日
後
の
七
月
九
日
に
は
、
参
議
院
本
会
議
で
も
第
一
回
め
の
自
由
討
議
が
開
催

さ
れ
た
。
自
由
討
議
の
開
始
に
先
立
ち
、
一
九
四
七
年
六
月
二
七
日
、
第
一
回
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
浅
沼
議
院
運
営
委
員
長
が
、

衆
議
院
規
則
の
趣
旨
説
明
の
中
で
、
自
由
討
議
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
「
自
由
討
議
の
本
質
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
発
言
者
は
こ
れ
を

通
告
す
る
必
要
は
な
く
、
各
党
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
発
言
指
名
者
が
、
議
場
で
指
名
す
る
者
に
つ
い
て
、
議
長
が
発
言
を
許
す

〈
４
）

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
こ
と
は
、
従
来
に
そ
の
例
を
見
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
本
会
議
に
お
い
て
議
員
個
人
が
自
由
に
発
言
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
帝
国
議
会
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

七
月
七
日
の
衆
議
院
で
の
自
由
討
議
開
催
に
あ
た
っ
て
の
審
議
ル
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
一
ハ
一

自
由
討
議
制
度
の
審
議

Hosei University Repository



（
６
）
 

こ
の
う
ち
、
①
お
よ
び
②
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
宮
目
頭
で
、
自
由
討
議
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、

直
接
会
議
録
冒
頭
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
討
論
者
の
発
言
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
回
め
の
自
由
討

議
で
あ
る
、
七
月
一
○
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
松
本
七
郎
議
員
の
討
論
の
中
に
、
以
下
の
よ
う
な
合
意
も
事
前
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
発
言
が
見
ら
れ
る
。
松
本
七
郎
議
員
は
自
由
討
議
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、

答
弁
す
べ
き
大
臣
を
一
人
に
限
定
し
た
り
、
答
弁
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
討
論
の
内
容
を
特
定
の
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
。

第
三
に
、
討
論
を
自
席
で
行
う
か
登
壇
す
べ
き
か
を
議
員
の
自
由
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

④
の
発
言
者
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
冒
頭
の
各
会
派
の
人
数
設
定
と
、
会
派
が
討
論
者
を
指
名
す
る
形
で
進
行
さ
れ
て
い
る
議
事
内
容

（
７
）
 

か
ら
、
討
論
者
は
各
会
派
の
人
数
比
に
添
う
形
で
設
定
さ
れ
、
し
か
も
会
派
代
表
的
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
こ
し
」
が
わ
か
る
。
ま
た
、
議

員
の
討
論
を
自
席
で
お
こ
な
う
か
登
壇
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
臣
席
が
議
員
席
を
見
下
ろ
す
か
た
ち
の
本
会
議
場
は
、
自

席
で
発
言
す
る
こ
と
に
適
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
帝
国
議
会
の
議
員
軽
視
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
本
会
議
場
の
構
造
自
体
の

不
備
を
指
摘
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

①
発
言
は
一
人
一
○
分
以
内
。

（
５
）
 

②
答
弁
総
時
間
と
し
て
一
時
間
、
｜
人
の
答
弁
時
間
五
分
以
内
巳

③
発
言
者
の
席
は
壇
上
か
自
席
で
お
こ
な
う
。

④
発
言
者
は
会
派
の
人
数
比
と
す
る

一
一
ハ
ー
ー
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こ
の
規
定
を
み
る
か
ぎ
り
、
本
会
議
で
開
始
さ
れ
た
自
由
討
議
制
度
は
、
｜
人
当
た
り
の
時
間
割
当
が
短
く
、
答
弁
時
間
が
発
言
者
時

間
と
は
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
あ
ら
か
じ
め
発
言
者
・
発
言
時
間
・
発
言
順
序
等
を
細
か
く
定
め
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
委
員
会
で
の
「
質
疑
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
式
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
、
｜
「
自

由
討
議
」
、
「
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
９
）
 

第
一
回
目
の
自
由
討
議
に
た
い
し
て
の
マ
ス
コ
ミ
の
評
価
は
、
「
中
学
校
の
弁
論
大
〈
三
」
に
椰
楡
さ
れ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
低
か
っ
た
。

「
（
前
略
）
民
主
主
義
で
地
位
が
高
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
国
会
議
員
が
こ
う
い
う
新
し
い
試
み
に
よ
っ
て
満
員
の
公
開
場
で
自
身
の
「
実

（
川
）

相
」
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
は
民
主
主
義
の
た
め
に
は
よ
い
こ
と
だ
と
い
え
る
。
」
と
一
定
の
期
待
感
も
み
ら
れ
た
が
、
議
員
の
発
一
一
一
一
口
、
政

府
委
員
の
答
弁
の
内
容
や
、
発
言
時
間
、
さ
ら
に
本
会
議
の
出
席
議
員
が
少
な
い
こ
と
な
ど
、
議
事
全
般
に
批
判
が
及
ん
で
い
る
。

第
二
回
目
の
自
由
討
議
を
前
に
開
か
れ
た
七
月
八
日
の
議
院
運
営
委
員
会
で
は
、
自
由
討
議
の
運
営
一
々
法
に
つ
い
て
の
議
論
の
場
が
設

け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
政
府
に
限
定
さ
れ
た
質
疑
形
式
に
た
い
す
る
疑
問
や
、
議
員
間
で
の
議
論
や
再
質
問
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
発

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

’一ハーーー

自
由
討
議
は
開
始
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
す
で
に
運
営
上
、
多
く
の
制
約
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
当

時
の
自
由
討
議
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
議
題
に
つ
い
て
の
み
、
各
会
派
の
人
数
比
に
応
じ
て
会
派
推

薦
の
討
論
者
が
一
○
分
と
い
う
短
い
時
間
で
発
言
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
大
臣
が
五
分
以
内
で
答
弁
に
立
つ
、
と
い
う
審
議
形
態
で
あ

（
８
）
 

っ
た
こ
と
に
な
る
。
発
言
時
間
の
短
さ
は
、
「
な
る
た
け
多
く
の
議
員
各
位
に
発
言
の
機
会
を
与
え
た
い
と
い
う
趣
』
曰
」
、
か
ら
議
院
運
営

委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
議
論
を
活
性
化
さ
せ
る
に
十
分
な
運
営
制
度
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ

自
由
肘
鯛
の

ヱ
》
。
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○
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四
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一
六
四

言
が
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
議
論
を
背
景
と
し
て
、
七
月
一
○
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
第
二
回
目
の
自
由
討
議
は
、
案

件
を
「
自
由
討
議
そ
の
他
議
院
運
営
に
つ
い
て
」
と
し
、
実
態
と
し
て
は
、
「
自
由
討
議
の
問
題
」
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

と
き
は
、
発
言
時
間
を
一
○
分
と
し
、
答
弁
時
間
を
総
時
間
と
し
て
一
時
間
以
内
、
一
人
の
発
言
者
に
た
い
す
る
答
弁
鮭
副
間
を
五
分
以
内

と
規
定
し
た
。
発
言
し
た
一
七
人
の
議
員
の
多
く
は
、
新
た
に
開
始
さ
れ
た
自
由
討
議
の
意
義
を
重
視
す
る
一
方
、
第
一
回
目
の
自
由
討

（
、
）

議
が
従
来
の
質
疑
の
域
を
脱
却
で
き
ず
、
本
来
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
。
議
題
が
限
定
さ
れ
、
厳
密
に
時
間
が
か

ぎ
ら
れ
た
議
事
運
営
に
た
い
し
て
は
、
と
く
に
発
言
者
の
批
判
が
集
中
し
た
。

（
吃
）

こ
の
と
き
討
論
に
立
っ
た
田
中
角
栄
は
、
「
新
生
議
会
の
ひ
と
つ
の
目
玉
だ
っ
た
」
自
由
討
議
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ス
タ
ー
ト
し

た
こ
と
に
た
い
す
る
失
望
感
を
、
「
各
党
代
表
質
問
の
延
長
の
観
」
と
表
現
し
て
い
る
。
同
じ
く
討
論
者
の
東
舜
英
も
「
…
（
前
略
）
先

般
の
議
場
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
府
に
対
す
る
質
問
の
み
に
終
始
し
て
、
従
来
の
議
場
に
お
け
る
質
疑
応
答
の
型
を
一
歩
も
出
な
か
っ
た
こ

と
を
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
感
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

討
議
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
国
会
で
は
特
定
の
問
題
や
個
別
法
案
を
設
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
二
回
国
会
以
降
か
ら

は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
問
題
を
定
め
ず
」
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
の
予
算
委
員
会
や
、
そ
の
他
の
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ

（
旧
）

て
い
る
「
一
般
質
疑
」
は
、
こ
れ
に
似
通
っ
て
い
る
。

二
廃
止
に
い
た
る
経
緯

一
九
四
九
年
の
第
六
回
国
会
で
、
自
由
討
議
開
催
の
回
数
は
三
週
間
に
一
回
と
縮
小
さ
れ
、
さ
ら
に
、
’
九
五
五
年
の
国
会
法
改
正
に

よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
制
度
導
入
か
ら
、
わ
ず
か
八
年
後
で
あ
っ
た
。
廃
止
の
際
の
大
き
な
理
由
は
、
「
実
質
的
に
機
能
し
て
い
な
い
た
め
」

Hosei University Repository



と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
か
ら
廃
止
ま
で
の
経
過
を
見
る
と
、
自
由
討
議
は
両
院
と
も
そ
の
多
く
は
、
一
九
四
九
年
ま
で
の

（
Ⅱ
）
 

一
二
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
第
七
回
国
会
以
降
は
、
参
議
院
で
わ
ず
か
に
一
回
開
か
れ
た
の
み
で
あ
る
。
民
主
主
義
を
支
え
る
重
要
な
制

度
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
の
自
由
討
議
が
、
な
ぜ
当
時
機
能
せ
ず
、
廃
止
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
、
一
九
五
○
年
当
時
の
国
会

の
現
状
と
国
会
審
議
に
た
い
す
る
認
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

自
由
討
議
廃
止
の
原
因
に
つ
い
て
鈴
木
隆
夫
は
、
①
政
府
相
手
の
「
質
疑
」
形
式
が
審
議
の
主
流
で
あ
る
こ
と
、
②
関
連
質
疑
が
寛
大

（
応
）

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
点
目
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
帝
国
議
会
以
来
の
審
議
の
形
式
の
問
題
で
あ

る
。
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
議
会
の
審
議
は
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、
委
員
会
に
お
い
て
も
、
大
臣
や
政
府
委
員
に
た
い
し
議
員
が
質

問
を
お
こ
な
う
「
質
疑
」
が
中
心
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
「
質
疑
」
は
議
会
が
政
府
に
た
い
し
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機

会
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
審
議
の
形
式
に
は
、
国
会
法
に
お
い
て
は
こ
の
「
質
疑
」
の
ほ
か
に
、
議
員
が
互
い
に
賛
否
を
明
ら
か
に
す

る
「
討
論
」
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
は
議
員
立
法
が
増
加
し
た
た
め
、
法
案
に
た
い
す
る
「
質
疑
」
の
際
も
、
質
問
す
る
側
と
答
弁
す
る

側
の
双
方
が
議
員
と
い
う
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
会
法
成
立
直
後
に
は
、
政
府
に
意
見
を
求
め
る
「
質
疑
」
を
重
視
す
る
風

潮
が
、
議
員
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
国
会
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
審
議
を
閣
法
の
早
期
通
過
を
の
ぞ
む
官
僚

か
ら
み
て
、
能
率
の
面
か
ら
批
判
的
に
捉
え
る
声
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
頻
発
し
て
い
た
「
乱
闘
国
会
」
に
よ
る
国
会
の
混
乱

が
、
こ
う
し
た
批
判
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
自
由
討
議
に
た
い
す
る
鐸
循
Ｌ
、
ひ
い
て
は
国
会
に
お
け
る
審

（
随
）

議
全
般
に
た
い
す
る
軽
視
が
存
在
し
、
こ
れ
が
自
由
討
議
廃
止
の
背
景
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
一
一
□
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
点
の
関
連
質
疑
は
、
現
在
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
会
議
に
お
け
る
審
議
は
も
と
よ
り
、
委
員
会
に
お
い
て
も
一
般
的
に

行
わ
れ
て
い
る
。
鈴
木
隆
夫
は
、
こ
う
し
た
審
議
の
寛
容
さ
が
自
由
討
議
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
確
か
に
、

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
一
一
一
）
（
岡
崎
｝

一
六
五
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自
由
肘
醗
廃
止
に
み
ら
れ
る
主
要
因

自
由
討
議
が
そ
の
後
廃
止
に
い
た
る
一
因
と
し
て
、
自
由
討
議
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
評
価
と
、
実
質
的
運
用
度
の
双
方
の
低
さ
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
実
際
は
、
発
足
当
初
か
ら
の
運
営
規
則
に
起
因
す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

自
由
討
議
制
度
と
い
う
新
た
な
議
事
形
態
に
た
い
し
、
旧
態
然
と
し
た
考
え
方
を
も
っ
て
、
運
営
し
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
一
九

四
七
年
七
月
一
○
日
に
発
言
し
た
討
論
者
た
ち
の
多
く
は
、
こ
の
問
題
点
に
気
づ
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
改
善
さ
れ
る

（
Ⅳ
）
 

こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
野
党
サ
イ
ド
か
ら
は
、
片
山
内
閣
・
与
党
の
責
任
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
批
判
も
見
ら
れ
た
。

自
由
討
議
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
発
足
当
初
か
ら
国
会
内
外
で
の
低
い
評
価
が
終
始
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
国
会
の
審
議
」
自
体

へ
の
評
価
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
官
僚
や
大
臣
へ
の
質
疑
で
は
な
く
、
議
員
自
身
が
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
機
会
を

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
一
ハ
ー
ハ

関
連
質
疑
は
法
案
の
周
辺
領
域
の
討
論
や
、
よ
り
多
く
の
人
数
が
質
問
に
立
つ
機
会
を
生
む
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
関
連

質
疑
が
自
由
討
議
を
包
容
す
る
と
い
う
認
識
は
、
自
由
討
議
を
質
疑
の
延
長
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
に
立
脚
し
た
場
合
に
、
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

ま
た
、
委
員
会
中
心
主
義
に
と
も
な
う
本
会
議
の
形
骸
化
と
い
う
問
題
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
会
で
は
、
審
議
の
中
心
は
委
員
会

で
あ
り
、
特
に
予
算
委
員
会
で
は
慣
例
的
に
、
予
算
や
そ
の
関
連
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
時
々
の
政
局
に
絡
ん
だ
問
題
や
汚
職
、
時

事
的
な
問
題
な
ど
も
審
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
予
算
委
員
会
の
存
在
の
ほ
か
に
、
本
会
議
自
体
の
形
骸
化
問
題
も
あ
る
。
本
会
議
に

つ
い
て
は
、
構
成
員
の
議
論
へ
２
参
加
と
い
っ
た
面
で
は
、
実
質
的
な
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
づ
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
国
会
の

最
高
機
関
と
い
う
意
識
が
希
薄
な
点
も
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
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定
期
的
に
設
け
る
こ
と
は
、
国
会
運
営
の
効
率
を
妨
げ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
が
そ
の
根
底
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ

き
つ
め
れ
ば
、
国
民
世
論
形
成
の
場
と
し
て
国
会
を
と
ら
え
る
概
念
が
当
時
未
熟
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
討

議
廃
止
の
本
質
的
な
問
題
性
は
、
制
度
設
立
当
初
か
ら
の
国
会
内
外
に
お
け
る
自
由
討
議
不
要
論
と
、
さ
ら
に
は
制
度
自
体
が
不
適
切
な

細
則
に
縛
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
１
）
本
節
、
本
会
議
自
由
討
議
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
国
会
・
委
員
会
に
お
け
る
自
由
討
議
の
定
着
化
」
「
議
会
政
治
研
究
」
第
七
二
号
、
二
○
○
四
年
一
二

月
、
第
一
節
、
で
す
で
に
触
れ
て
い
る
が
、
五
○
年
代
ま
で
の
制
度
変
化
の
重
要
事
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
度
、
取
り
上
げ
た
。

（
２
）
一
九
四
八
年
改
正
で
回
数
を
二
週
間
に
一
度
か
ら
三
週
間
に
一
度
に
減
ら
さ
れ
、
第
四
次
改
正
で
は
「
但
し
議
院
運
営
委
員
会
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
な
っ
た
（
小
林
孝
輔
「
国
会
法
の
改
正
過
程
」
「
青
山
法
学
論
巣
」
第
一
巻
第
一
・
二
号
、
’
九
五
九
年
、
四
四
頁
）
。

（
３
）
国
会
法
制
定
に
対
応
す
る
た
め
、
一
九
四
七
年
六
月
二
八
日
に
議
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
『
第
一
回
国
会
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
一
号
」
一
九
四
七
年
六
月
二
七
日
。

（
５
）
『
第
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
事
録
第
十
五
号
」
一
九
四
七
年
七
月
一
○
日
。

（
６
）
「
第
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
事
録
第
十
二
号
』
一
九
四
七
年
七
月
七
日
。

（
７
）
た
と
え
ば
、
七
月
一
○
日
の
自
由
討
議
の
発
言
者
は
一
七
人
で
あ
り
、
会
派
樹
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
社
会
党
四
人
、
民
主
党
四
人
、
自
由
党
四
人
、

国
民
協
同
党
二
人
、
第
一
議
員
倶
楽
部
一
人
、
農
民
党
一
人
、
共
産
党
一
人
（
『
第
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
事
録
第
十
五
号
」
’
九
四
七
年
七
月
一
○
旦
。

（
８
）
『
第
一
回
国
会
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
議
録
第
三
号
』
一
九
四
七
年
七
月
八
日
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
の
趣
旨
説
明
で
も
「
な
お
こ
の
自
由
討

議
は
な
る
べ
く
多
く
の
議
員
に
発
言
の
機
会
を
与
え
た
い
趣
旨
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
と
く
に
院
議
で
議
決
が
な
い
限
り
は
、
議
長
が
そ
の
発
言
の
時
間
を
定

め
得
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
」
説
明
に
あ
た
っ
た
大
池
曾
記
官
長
か
ら
の
発
言
が
あ
る
（
『
第
九
十
一
回
帝
国
溌
会
衆
議
院
国
会
法
案
委
員
会
議
録
第
一

号
』
一
九
四
六
年
一
二
月
一
九
且
。

（
９
）
『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
七
月
八
日
。
「
問
題
が
経
済
に
限
定
さ
れ
た
せ
い
か
中
学
校
の
弁
論
大
会
よ
ろ
し
く
で
ど
の
弁
士
も
十
分
間
に
大
い
に
プ
チ
あ

げ
る
と
い
う
格
こ
う
で
聴
き
づ
ら
く
政
府
側
も
一
般
の
質
疑
の
答
弁
を
焼
直
し
と
い
う
お
座
な
り
な
も
の
だ
っ
た
・
」
と
あ
る
。

両
）
『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
七
年
七
月
八
日
。

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
〈
岡
崎
）

一
六
七
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一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
の
一
○
年
間
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
た
、
大
規
模
な
国
会
法
改
正
に
つ
い
て
、
各
改
正
に
お
け
る

具
体
的
な
制
度
改
正
内
容
を
、
そ
の
成
立
に
い
た
る
背
景
お
よ
び
過
程
を
含
め
て
、
前
節
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
。
と
く
に
、
一
九
四
八

年
、
一
九
五
五
年
、
一
九
五
八
年
の
改
正
は
、
大
規
模
で
あ
り
、
改
正
項
目
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
一
九
五
八
年
ま
で
の
三
度

に
わ
た
る
大
規
模
な
改
正
を
経
て
、
国
会
法
は
成
立
時
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
は
、
時
局
的
状
況
や
、
そ
の
直

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
六
八

〈
Ⅲ
）
発
言
者
は
、
社
会
党
四
人
、
民
主
党
四
人
、
自
由
党
四
人
、
国
民
協
同
党
二
人
、
第
一
議
員
倶
楽
部
一
人
、
農
民
党
一
人
、
共
産
党
一
人
の
計
一
七
人
で

あ
っ
た
（
「
第
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
十
五
号
」
一
九
四
七
年
七
月
一
○
且
。

（
皿
）
若
宮
啓
文
『
忘
れ
ら
れ
な
い
国
会
論
戦
－
再
軍
備
か
ら
公
害
問
題
ま
で
』
中
公
新
轡
、
一
九
九
四
年
、
二
一
五
頁
。

面
）
法
案
の
審
議
と
異
な
り
、
特
に
議
題
を
設
け
ず
、
委
員
が
自
由
に
質
疑
を
行
う
も
の
。
答
弁
す
る
側
は
大
臣
や
政
府
委
員
と
い
っ
た
「
行
政
」
で
あ
る
こ

と
が
多
い
が
、
参
考
人
に
た
い
し
て
行
う
こ
と
も
あ
る
。

〈
Ｍ
）
参
議
院
に
お
い
て
第
七
回
国
会
、
一
九
五
三
年
二
月
六
日
に
「
最
近
の
海
外
事
情
に
つ
い
て
」
の
自
由
討
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
発
言
者
は
一
○

人
で
あ
る
（
茜
一
郎
「
自
由
討
議
ｌ
国
会
改
革
の
中
核
ｌ
」
『
議
会
政
治
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
九
一
年
）
。

（
応
）
鈴
木
隆
夫
「
自
粛
国
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
る
か
」
『
時
の
法
令
』
第
一
六
二
号
、
一
九
五
五
年
、
一
五
頁
。

（
旧
）
衆
織
院
本
会
議
に
お
け
る
国
会
法
改
正
の
趣
旨
説
明
の
際
に
、
菅
家
喜
六
議
院
運
営
委
員
長
は
、
自
由
討
議
廃
止
の
理
由
に
つ
い
て
、
両
院
法
規
委
員
会

と
と
も
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
〈
筆
者
註
叩
自
由
討
議
お
よ
び
両
院
法
規
委
員
会
）
は
む
し
ろ
我
が
国
の
議
会
制
度
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
の
際
こ
れ
を
思
い
切
っ
て

廃
止
す
る
こ
と
が
、
適
当
と
考
え
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
」
（
「
第
二
十
一
回
国
会
衆
議
院
本
会
鍛
事
録
第
六
号
」
’
九
五
五
年
一
月
二
一
且
。

（
Ⅳ
）
植
原
賢
二
「
汚
さ
れ
た
国
会
」
『
再
建
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
四
八
年
三
月
、
二
八
頁
。

第
五
節
審
議
機
能
と
し
て
の
委
員
会
制
度
の
変
質
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第
二
に
、
省
庁
タ
テ
割
り
の
委
員
会
構
成
の
形
成
が
挙
げ
ら
れ
る
。
’
九
四
八
年
の
事
項
別
か
ら
省
庁
別
へ
の
移
行
と
そ
の
後
の
再
編

に
よ
っ
て
、
よ
り
省
庁
組
織
に
対
応
す
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
委
員
会
は
、
官
僚
の
国
会
へ
の
影
響
力
行
使
を
よ
り
容
易
に
す
る
一
助
と

な
っ
た
。
し
か
も
、
政
府
委
員
を
中
心
と
す
る
省
庁
職
員
は
、
理
事
懇
談
会
、
理
事
会
、
委
員
会
と
い
う
委
員
会
レ
ベ
ル
の
あ
ら
ゆ
る
段

階
に
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
内
閣
提
出
法
案
が
審
議
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
、
し
か
も
国
会
提
出
段
階
で
は
、
官
僚
は
日
程
調
整

を
中
心
と
し
て
作
用
し
た
た
め
、
こ
う
し
た
事
態
が
加
速
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
の
タ
テ
割
り
再
編
は
、
委
員
会
運
営
を

省
庁
主
導
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
独
自
の
運
営
・
審
議
機
能
を
縮
小
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
族
議
員
」
、

「
政
官
業
タ
テ
割
り
癒
着
」
の
発
生
源
と
な
る
。

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
六
九

一
改
正
さ
れ
た
委
員
会
審
議
機
能

委
員
会
審
議
機
能
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
本
会
議
中
心
主
義
へ
の
回
帰
傾
向
と
も
み
え
る
、
委
員
会
中
心
主
義
の
修

正
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
四
八
年
改
正
に
お
い
て
早
く
も
、
趣
旨
説
明
制
度
と
中
間
報
告
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
二
つ
の
制
度
を
と
り
い
れ
る
こ
と
で
、
委
員
会
か
ら
本
会
議
と
い
う
「
上
昇
的
構
造
」
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
議
会
の
よ
う
な
審
議
構
造

接
的
な
改
正
理
由
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
が
、
戦
後
国
会
の
委
員
会
制
度
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
。
一
連
の
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
、
国
会
の
審
議
制
度
、
と
り
わ
け
委
員
会
運
営
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
に

つ
い
て
、
改
め
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
委
員
会
審
議
制
度
の
変
化
が
、
国
会
運
営
全
体
、
さ
ら
に
、
政
・
官
関
係

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
く
。

と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
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行
政
改
革
と
の
連
動
性

（
１
）
 

講
和
条
約
締
結
後
に
急
速
に
進
め
ら
れ
た
国
政
再
編
は
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
コ
ー
ス
」
の
流
れ
の
中
で
急
速
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ

一
九
五
八
年
ま
で
の
国
会
改
正
に
お
い
て
は
、
「
審
議
効
率
」
が
そ
の
立
案
理
由
と
し
て
た
び
た
び
浮
上
し
て
い
た
。
こ
の
「
審
議
効

率
」
は
、
自
粛
国
会
と
と
も
に
転
換
期
の
委
員
会
審
議
を
考
え
る
と
き
に
キ
ー
と
な
る
言
葉
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当
時
で
い
う
「
審

議
効
率
」
と
は
、
内
閣
提
出
法
案
を
国
会
審
議
に
お
い
て
可
及
的
す
み
や
か
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
自
粛
」
が
空
転

す
る
国
会
を
正
常
化
さ
せ
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
審
議
効
率
」
は
、
よ
り
早
急
に
内
閣
提
出
法
案
を
成
立
さ
れ
る

た
め
の
そ
れ
で
あ
る
。

な
っ
た
。

「
審
錨
能
率
」
重
視
の
国
会
運
営

一
連
の
改
正
に
よ
っ
て
、
国
会
の
審
議
制
度
は
そ
の
制
度
論
理
を
大
き
く
変
え
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
本
会
議
中
心
主
義
と
も
異
な
る

展
開
だ
っ
た
。
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
議
院
運
営
委
員
会
を
表
の
舞
台
と
し
た
国
会
の
一
元
的
日
程
調
整
構
造
の
構
築
で
は
な

か
っ
た
か
。
五
五
年
体
制
の
も
と
で
、
政
党
主
導
の
一
元
的
国
会
運
営
と
む
す
び
つ
い
た
か
た
ち
で
国
会
運
営
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
七
○

第
三
に
、
国
会
審
議
機
能
・
制
度
に
関
す
る
改
正
で
あ
る
。
具
体
的
改
正
事
項
と
し
て
は
、
議
員
提
出
法
案
の
人
数
条
項
の
制
限
、
自

由
討
議
制
度
の
廃
止
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
五
五
年
改
正
時
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
委
員
会
審
議
の
変
更
を
お

こ
な
う
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
、
国
会
全
体
の
審
議
の
変
化
は
、
委
員
会
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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の
問
題
に
つ
い
て
井
出
嘉
憲
は
、
「
こ
う
し
て
、
我
が
国
の
統
治
機
構
は
一
九
五
○
年
代
の
な
か
ば
近
く
に
は
、
実
力
装
置
の
法
制
的
整

（
２
）
 

備
を
〈
己
む
改
革
を
完
了
し
、
以
後
、
中
央
Ｉ
地
方
に
わ
た
る
そ
の
制
度
的
構
造
は
定
着
、
安
定
化
の
方
向
を
た
ど
り
は
じ
め
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
一
九
五
五
年
お
よ
び
一
九
五
八
年
改
正
時
と
一
致
す
る
。
た
し
か
に
、
二
つ
の
改
正
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、

「
乱
闘
」
の
正
常
化
に
あ
る
。
し
か
し
改
正
を
求
め
た
先
が
行
政
主
導
の
「
審
議
効
率
」
の
促
進
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
説

「
乱
闘
」
の
正
常
化
に
あ
る
。

明
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
同
時
代
的
な
要
素
と
関
連
づ
け
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
改
正
を
「
戦
後
処
理
的
な
行
政
改
革
」

と
の
連
動
性
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
官
僚
に
よ
る
支
配
体
制
の
国
会
内
に
お
け
る
強
化
と
い
う
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。二
’
九
五
○
年
代
ま
で
の
国
会
法
改
正
の
傾
向

国
会
法
の
現
代
ま
で
に
い
た
る
変
遷
の
中
で
、
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
八
年
は
特
異
な
期
間
と
い
っ
て
よ
い
。
国
会
法
制
定
か
ら
ま

も
な
い
、
し
か
も
わ
ず
か
一
○
年
の
間
に
三
回
に
わ
た
り
、
大
規
模
か
つ
重
要
な
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
度
の
改
正
を
経
た
国
会
法

は
、
そ
の
後
長
ら
く
大
き
な
改
正
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
五
五
年
体
制
を
通
じ
て
継
続
す
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
一
連
の
改
正
は
、
そ
の
後

の
五
五
年
体
制
に
お
け
る
国
会
機
能
の
基
盤
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
委
員
会
制
度
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
三
回
の
改
正
が
浮
上
し
た
過
程
に
直
接
的
な
連
続
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
第
二
回
国
会
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
四

八
年
改
正
は
、
「
国
会
の
運
営
上
の
不
備
を
あ
ら
た
め
る
」
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
し
、
一
九
五
五
年
改
正
の
直
接
の
目
的
は
そ
の
前
年

に
警
察
法
改
正
法
案
の
審
議
を
め
ぐ
り
紛
糾
し
た
国
会
の
正
常
化
を
め
ざ
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
粛
三
法
」
の
一
貫
と
し
て
打
ち
出
さ
れ

国
会
法
の
変
遷
と
委
員
会
制
度
の
展
開
（
三
）
（
岡
崎
）

一
七
一
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
七
二

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
五
八
年
改
正
は
、
一
九
五
六
年
の
第
二
四
回
国
会
で
の
地
教
行
法
案
を
め
ぐ
る
国
会
紛
糾
の
の
ち
の
、
正
常

化
の
動
向
の
中
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
提
案
理
由
だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
各
々
個
別
の
改
正
理
由
と
背
景
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
視
点
か
ら
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
、
各
々
の
改
正
が
国
会
制
度
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
の
考
察
を
試
み
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
は
、
一
九
四
八
年
改
正
は
、
一
九
四
七
年
の
新
し
い
国
会
法
成
立
の
ゆ
り
戻
し

で
あ
り
、
あ
と
の
二
改
正
は
国
会
紛
糾
後
の
正
常
化
の
流
れ
の
中
で
う
ち
だ
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
お
お
む
ね
で
賛
同

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
○
年
間
に
わ
た
っ
た
改
正
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
の
整
備
に
加
え
て
、
政
局
と
の
連
動
性
と
い
う
視
点
を
指

摘
し
た
い
。
一
連
の
改
正
の
議
論
の
中
で
は
、
急
激
に
変
化
し
た
国
会
運
営
に
た
い
す
る
反
動
と
、
帝
国
議
会
以
来
の
慣
習
重
視
の
姿
勢

も
み
ら
れ
る
。
帝
国
議
会
の
伝
統
で
あ
る
本
会
議
重
視
と
、
政
府
に
た
い
す
る
質
問
を
「
審
議
」
と
と
ら
え
る
考
え
方
が
、
一
九
四
八
年

改
正
で
の
委
員
会
中
心
主
義
の
修
正
に
影
響
し
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
と
一
九
五
八
年
の
改
正
で
は
、

「
自
粛
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
委
員
会
を
ふ
く
め
た
国
会
審
議
全
体
が
縮
小
す
る
方
向
に
転
じ
た
。
委
員
会
制
度
は
、
充
分

な
制
度
整
備
と
運
営
経
験
の
な
い
ま
ま
、
五
五
年
型
政
党
情
勢
下
に
お
い
て
、
官
僚
的
効
率
性
を
も
つ
管
理
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
井
出
潔
葱
は
、
こ
の
制
度
枠
組
が
構
築
さ
れ
た
時
期
を
一
九
五
○
年
代
の
は
じ
め
か
ら
五
○
年
代
の
半
ば
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
井
出
嘉
意
「
保
守
長
期

政
権
下
の
統
治
」
『
年
報
政
治
学
』
’
九
七
七
年
、
二
頁
〉
。

（
２
）
井
出
嘉
遼
、
前
掲
論
文
、
一
二
頁
。
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